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Ⅰ．令和３年度　都市局関係予算　総括表
（１）令和３年度　都市局関係予算　事業費・国費総括表

34,389 29,045

う ち 国 営 公 園 等 整 備 8,917 8,917

う ち 国 営 公 園 等 維 持 管 理 14,972 14,972

283,950 93,732

1,418 709

一般公共事業計 319,757 123,486

744 406

公共事業関係計 320,501 123,892

4,864 2,274

合　　　　計 325,365 126,166

事　　　　　　　項
令 和 ３ 年 度

（Ａ）

事　業　費 国　　費

災 害 復 旧 等

行 政 経 費

国 営 公 園 等

市 街 地 整 備

住 宅 対 策
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（単位：百万円）

33,895 29,045 1.01 1.00

8,895 8,895 1.00 1.00

14,972 14,972 1.00 1.00

269,279 93,732 1.05 1.00

1,295 709 1.09 1.00

304,469 123,486 1.05 1.00

744 406 1.00 1.00

305,213 123,892 1.05 1.00

4,693 2,323 1.04 0.98

309,907 126,215 1.05 1.00

事  業　費 国　　費
備　　　　　　　考

前 年 度
（Ｂ）

倍　　率
（Ａ／Ｂ）

事業費 国　費

１．本表のほか、社会資本整備総合交付金、防災・安全
   交付金がある。
　　　・社総交（全体額） 　         631,128百万円
　　　・防安交（全体額）            853,984百万円

２．本表のほか、道路事業全体額の内数として以下のとおり
   街路事業がある。

　　※１．「高規格道路、IC等アクセス道路その他」
　　　　  (国費215,209百万円の内数)等を含む。
　  ※２．このほか、防災・安全交付金、社会資本整備総
          合交付金があり、地方の要望に応じて街路整備に
          充てることができる。

３．本表のほか、東日本大震災復興特別会計予算がある。
　   ・国営追悼・祈念施設整備事業　　    354百万円

４．本表のほか、一般財団法人民間都市開発推進機構の
   メザニン支援事業がある。
　　　・政府保証債（財政投融資）　　35,000百万円
　　　・政府保証借入　　　　　　　　　　　10,000百万円

５．前年度には、臨時・特別の措置を含まない。

（注）計数はそれぞれ四捨五入しているため端数において合計とは一致しないものがある。

(単位：百万円)

事　業　費 国　　費 事　業　費 国　　費
4,849,311 2,065,453 4,915,893 2,047,153

の内数 の内数※1 の内数 の内数 

区　　分 令 和 3 年 度 前　年　度

街　路　事　業
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（２）令和３年度　都市局関係予算　主要事項（国費）
（単位：百万円）

令和３年度 前 年 度 倍　　率

（Ａ） （Ｂ） （Ａ／Ｂ）

 国営公園等 29,045 29,045 1.00
国営公園等整備 8,917 8,895 1.00
国営公園等維持管理 14,972 14,972 1.00
都市公園防災事業 2,737 2,737 1.00

 市街地整備 93,732 93,732 1.00
都市構造再編集中支援事業 70,000 70,000 1.00
グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 245 100 2.45
地下街防災推進事業 350 350 1.00
まちなかウォーカブル推進事業 200 150 1.33
都市・地域交通戦略推進事業 900 692 1.30
まちなか公共空間等活用支援事業 61 57 1.07
まちづくりファンド支援事業 450 415 1.08
防災・省エネまちづくり緊急促進事業 2,000 1,900 1.05
国際競争拠点都市整備事業 12,820 12,754 1.01

 住宅対策 709 709 1.00
密集市街地総合防災事業 674 674 1.00

123,486 123,486 1.00
 災害復旧等 406 406 1.00

123,892 123,892 1.00
 行政経費 2,274 2,323 0.98

コンパクトシティ形成支援事業 500 500 1.00
防災集団移転促進事業 45 45 1.00
官民連携まちなか再生推進事業 510 500 1.02
テレワークによる地域活性化等効果検証調査 10 0 皆増
スマートシティ実証調査 220 200 1.10
まちづくりのデジタルトランスフォーメーション推進調査 60 25 2.40
都市開発海外展開支援事業 65 60 1.08
都市開発の海外展開に向けた調査 148 148 1.00
アルメーレ国際園芸博覧会出展調査 10 0 皆増
横浜国際園芸博覧会検討調査 36 0 皆増
海外日本庭園保全再生方策検討調査 38 45 0.85
復興事前準備主流化検討調査 10 0 皆増
明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金 160 160 1.00

126,166 126,215 1.00

１．本表は、主要事項を記載しているため、各計数の和は合計と一致しない。

一般公共事業計

事　　項

公共事業関係計

合　　　　計
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（参考）令和２年度　都市局関係　第３次補正予算総括表（国費）
（単位：百万円）

Ⅰ．ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現 14,242

１．デジタル改革・グリーン社会の実現 300

　・　スマートシティの推進によるまちづくりのデジタル化やスマートシティの
　　　海外展開の推進

３．地域・社会・雇用における民需主導の好循環の実現 13,942

　・　新たな働き方・住まい方を支えるテレワーク拠点等の整備に対する支援 2,771

　・　経済成長の基盤となる都市インフラの整備 8,643

　・　都市公園等による地域活性化 2,528

　・　都市再生、民間都市開発投資の促進（財政投融資） ー

　・　地方における地域・社会・雇用における民需主導の好循環の実現 19,093
　　　（社会資本整備総合交付金等） の内数

Ⅱ．防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保 12,069

１．防災・減災、国土強靱化の推進 5,905

　・　官庁施設や国営公園等の耐災害性強化 3,495

　・　河川・ダム、道路、鉄道、港湾等の重要インフラに係る老朽化対策 2,410

　・　地域における防災・減災、国土強靱化の推進 492,508
　　　（防災・安全交付金等） の内数

２．自然災害からの復旧・復興の加速 6,164

　・　河川、道路、鉄道等のインフラの災害復旧事業等 6,164

26,311

１．本表は、「令和２年度国土交通省関係第３次補正予算の概要」の都市局関係を抜粋したものである。
２．本表のⅠ.３.都市再生、民間都市開発投資の促進は、一般財団法人民間都市開発推進機構のメザニン支援事業である。

・政府保証債（財政投融資）　2,000百万円
３．本表のほか、国庫債務負担行為（ゼロ国債）として、国営公園等事業　747百万円がある。

事　　項

合　　　　計

補正予算額

300
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Ⅱ．令和３年度 都市局関係予算の基本方針
激甚化・頻発化する自然災害への対応や、人口減少・高齢化のもとで持

続可能で魅力あるまちづくりが喫緊の課題である。
こうした認識のもと、令和２年６月に都市再生特別措置法等を改正し、

「防災指針」による防災・減災まちづくりや「まちなかウォーカブル区域」における
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの取組など、新たな制度を創設した
ところ。

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、これまでのコンパクト・
プラス・ネットワークや都市再生などの都市政策を発展させ、ポストコロナ時代
を見据えた新しいまちづくりに取り組む必要がある。
これらを踏まえ、法律・予算・税制・金融支援などの関連諸制度を総動員し

て、安全でゆとりとにぎわいある都市の実現を強力に推進する。

防災・減災まちづくりの推進

ポストコロナ時代を見据えた
コンパクト・プラス・ネットワーク、都市再生等の推進

コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出
○官民連携によるウォーカブル空間の形成

○公園緑地の整備等によるオープンスペースの充実 ○職住近接・一体の生活圏の形成

首里城復元や自然災害からの復旧・復興
○火災により焼失した首里城の復元

○令和２年７月豪雨等からの復旧・復興

スマートシティの社会実装の加速
○スマートシティモデルプロジェクトの深化

都市の国際競争力の強化
都市分野の海外展開の推進

防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進
○災害ハザードエリアからの移転促進 ○居住エリアの安全性の強化

○安全・安心な避難場所の確保
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施策の概要

１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進
安全でコンパクトなまちづくりに向けて、「流域治水」の考え方等も踏まえながら、立地適

正化計画の居住誘導区域等における防災・減災対策を定める「防災指針」等に基づき、
災害ハザードエリアからの移転や居住エリアの安全性強化、避難場所の確保等を総合的
に推進する。

Ⅲ．令和３年度 都市局関係予算 主要事項

災害リスクを可能な限り回避・低減する
ハード・ソフト両面の防災・減災対策

○ コンパクトなまちづくりに向け、地域公共交通と連携し、居住や都市機能の集積を目指す「立地適
正化計画」により、まちなかへ住まいや都市機能を誘導

○ 激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、まちづくり行政としても河川の流域のあらゆる関係
者と協働して流域全体で行う治水対策、「流域治水」を推進することが重要

誘導・規制等を総動員し、災害が起きてからではなく、起きる前の「事前防災」のまちづくりへ

「防災指針」を軸とした事前防災対策の推進

→ まちづくりにおける防災・減災を主流化するため、立地適正化計画に都市の防災・減災対策を位
置付ける 「防災指針」制度に基づき、居住の安全の確保と災害ハザードエリアから安全なまちなかへ
の移転・誘導を推進

居住誘導区域等の防災・減災対策を定める「防災指針」の策定

防災まちづくりの将来像・目標等
（都市の災害リスクの「見える化」等を実施した上で設定）

災害リスクを可能な限り回避・低減する
ハード・ソフト両面の防災・減災対策

＜“防災指針”と“防災タスクフォース”＞

災害ハザードエリア
からの移転の促進

居住エリアの
安全性強化

安全・安心な避難
場所の確保

居住誘導区域から原則除外災害ハザードエリアに
おける土地利用規制
開発許可について
・レッドゾーン：自己業務用
施設の開発を原則禁止

・イエローゾーン：市街化調
整区域における住宅等の
開発許可を厳格化
※令和４年４月施行予定

居住誘導区域市街化区域 災害レッドゾーン

浸水ハザードエリア 等市街化調整区域 都市機能誘導区域

河
川

立地適正化計画による
まちなかへの

住まい・施設の誘導

市町村における防災指針の作成や防
災指針に基づく防災・減災施策の推進
に対する省庁横断・ワンストップの相談
体制
「防災タスクフォース」 を設置
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災害ハザードエリアからの移転
医療、福祉、子育て支援施設等の災害ハザードエリアから

安全なまちなかへの移転の促進を図る。

多様な災害に対応した安全・安心な避難地等となる公園・広場
の整備・老朽化対策、避難場所の整備・機能強化等を行う。

安全・安心な避難場所の確保

＜総合的に推進する防災・減災施策＞

●防災指針に基づく医療・福祉施設等の災害ハザードエリアからの移転
について支援要件を緩和

●防災移転計画や防災集団移転
促進事業を積極的に活用

●医療・福祉施設等の防災対策
への支援上限額の引き上げ等

●浸水した被災地や危険な宅地
の嵩上げなどを重点的に支援

●流域治水等に対応したグリーン
インフラへの支援を強化

止水板の設置 浸水による宅地被害 雨水の一時的な貯留や水質浄化、
修景機能を持つ「雨庭」

まちなかの宅地や医療・福祉施設等の防災対策、土地の嵩上げ、
浸水対策により居住エリアの安全性を強化する。

居住エリアの安全性強化

子育て支援施設病院 老人デイサービスセンター

都市構造再編集中支援事業
市街地再開発事業等

都市再生区画整理事業
宅地耐震化推進事業 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業

防災集団移転促進事業都市構造再編集中支援事業

●防災指針に基づく風水害時の避難地等と
なる防災公園の整備について要件緩和

●安全・安心な避難を実現するため、避難路や避難場所の
機能強化、一定期間避難生活が可能な拠点の形成等を支援

風水害に対応した防災公園の整備

仕切り壁の設置等による
適切な避難空間の確保

地下街の天井板の耐震改修

都市防災総合推進事業国営公園等事業
都市公園防災事業 都市公園・緑地等事業

地下街防災推進事業都市安全確保拠点
整備事業

イメージ

避難生活を支える
施設の整備

-8-



施策の概要

２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出
都市・居住機能が集積するまちなかにおいて、既存ストックの改変による「居心地が良く

歩きたくなる」空間（ウォーカブル空間）を形成し、官民によるゆとりとにぎわいの創出に
取り組む。また、新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、オープンスペースの充実や、
職住近接のニーズの高まりにも対応したまちづくりを推進する。

都市再生整備計画区域
※まちなかウォーカブル区域を下支えする周辺環境の整備を図る区域

Walkable
歩きたくなる

居心地が良い、人中心の空間を創ると、
まちに出かけたくなる、歩きたくなる。

Eye level
まちに開かれた１階

歩行者目線の１階部分等に店舗やラボがあり、
ガラス張りで中が見えると、人は歩いて楽しくなる。

Diversity
多様な人の多様な用途、使い方

多様な人々の多様な交流は、
空間の多様な用途、使い方の共存から生まれる。

Open
開かれた空間が心地よい

歩道や公園に、芝生やカフェ、椅子があると、
そこに居たくなる、留まりたくなる。

まちなかウォーカブル区域（滞在快適性等向上区域）
※歩ける範囲のエリア（概ね1km程度以内の区域を想定）であって賑わい溢れる

まちなかづくりに必要な施策を重点的・集中的に講じる区域

コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブルなまちのイメージ

開放的な駅空間

テレワーク拠点 オープンテラス 水辺空間

都市農地

緑道

都市公園

広場を活用した社会実験シェアサイクル歩道・自転車道

ウォーカブルな歩行空間

駅前広場

-9-



①官民連携によるウォーカブル空間の形成

②公園緑地の整備等によるオープンスペースの充実

③職住近接・一体の生活圏の形成

官民連携による既存ストックを最大限活用した修復・利活用等により、「居心地が良く歩きたくなる」
空間の形成を推進する。

大都市の職住近接拠点や地方都市の中心市街地の生活圏等において、柔軟な働き方と暮らし
やすさを備えた職住近接・一体となった生活圏の形成を推進する。

まちなかウォーカブル推進事業
都市・地域交通戦略推進事業

「居心地が良く歩きたくなる」空間の形成

まちなか公共空間等活用支援事業

広場
公園

街路民間
空地

アイレベルの刷新滞在環境の向上

ウォーカブルな空間整備

周辺環境の整備
（環状街路、交通結節点）

官民の多様な関係者による
まちづくりビジョンの策定・共有

官民連携まちなか再生推進事業

多様な空間の利活用

柔軟な働き方を実現するテレワーク拠点等整備の推進 都市機能誘導施設の
小規模分散立地の推進

都市構造再編集中支援事業都市再生整備計画事業 官民連携まちなか再生推進事業 まちづくりファンド支援事業

介護施設 子育て支援施設空き店舗を活用したテレワーク拠点 コワーキング・交流施設

官民で共有するまちづくりビジョン 駅前広場を活用した店舗の設置

新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、貴重な屋外空間として価値が再認識された公園、広場、
緑地等のオープンスペースの充実を図るとともに、柔軟かつ多様な活用を推進する。

感染症対策の例
／デジタル技術による混雑把握

緑道によるネットワーク化
自然環境を活かした運動空間

としての公園の利活用

オープンスペースの充実と安全・安心な利用の確保 公園緑地の整備・活用

身近な公園の充実

民間主体による緑地空間の
整備・活用

ウォーカブルな街路空間
との連携

都市公園・緑地等事業 市街地再開発事業等 国営公園等事業 都市公園・緑地等事業
広場空間の活用

都市構造再編集中支援事業 防災・省エネまちづくり緊急促進事業
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施策の概要

３．スマートシティの社会実装の加速
先端的技術や官民データの活用により都市が抱える諸課題の解決や新たな価値の創

出を図ることで都市生活の質や都市活動の利便性向上を目指す「スマートシティ」の社会
実装の加速に向けて、モデルプロジェクトを支援するとともに、スーパーシティの取組も支援
する。また、基盤となる３D都市モデルの構築等まちづくりのデジタルトランスフォーメーション
を推進する。

内閣府
全体総括

スマートシティの設計図(アーキテクチャ)の構築

モデル事例の構築と全国への横展開

国交省
都市インフラ
に関連し、複
数分野に跨
るモデルプロ

ジェクト

国交省・
経産省

新たなモビリ
ティサービスの
モデルプロジェ

クト

総務省
データ利活用
基盤を整備
し複数分野
に跨るモデル
プロジェクト

○関係府省連携による施策推進体制 官民の知恵やノウハウを結集してスマートシティの
取組を加速すべく、企業、地方公共団体、大学、
関係府省等を構成員とした官民連携プラット
フォームを令和元年８月に設立。

会員（事業実施団体）545団体

会員（関係府省）11団体
内閣府内閣府 総務省総務省 経済産業省経済産業省

大学・研究機関
47団体

大学・研究機関
47団体

企業等
364団体
企業等

364団体
地方公共団体

134団体
地方公共団体

134団体

事務局

会員
（経済団体等）

2団体国土交通省国土交通省

①事業支援 ③マッチング支援
②分科会 ④普及促進活動

政府一丸となったスマートシティの推進体制 産官学連携によるスマートシティの推進体制

① 牽引役となるモデル事例の構築と全国への普及促進
② スマートシティの基盤となる３D都市モデルの構築支援
③ センシング技術の都市インフラへの実装支援

国土交通省都市局の主な取組

（令和２年１１月末時点）

都市空間 サイバー空間

都市におけるサービスの展開

センサー、IoTを通じてあらゆる
データを継続的に取得

膨大なデータをAI等で解析し、
最適解を予測

センサー

カメラ

ビーコン

人流
データ

施設
データ

環境
データ

都市生活の質や都市活動の利便性向上

情報プラットフォーム
の構築による防災

センシング技術に
よるインフラ監視

エリアコンテンツと連動したヘルスケア
アプリによる健康増進

ビッグデータを活用した
エリアマネジメント・スマートプランニング

カメラによる人流分析・
見守り

自動運転・MaaSによ
る快適な移動・物流

＜スマートシティのイメージ＞

【スマートシティ実証調査 まちづくりのデジタルトランスフォーメーション推進調査 等】
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施策の概要

４．都市の国際競争力の強化
国際的な都市間競争が激しさを増す中、今後も我が国経済の牽引役として期待され
る国際競争拠点都市において、新型コロナウイルス感染症拡大を契機としてニーズが高ま
るゆとりある空間の確保等によって海外からの人材・企業・投資を惹きつける磁力と国際
競争力を高めるため、拠点における重要インフラ整備への支援や、大臣認定制度による
民間投資の促進等を行う。

②民間事業者による都市再生事業の推進
◆国土交通大臣認定制度

〇金融支援
・民間都市開発推進機構によるメザニン支援

支援内容

〇税制支援
・法人税等の割増償却、登録免許税等の軽減措置

①道路の新設又は改築 ②鉄道施設の建設又は改良
③バスターミナルの整備 ④鉄道駅周辺施設の整備
⑤市街地再開発事業 ⑥土地区画整理事業
⑦BRTの整備
⑧ ①～⑦と一体的に整備する情報化基盤施設の整備
対象地域：特定都市再生緊急整備地域

支援内容
①都市拠点におけるインフラ整備等の推進

都市機能が集積する中枢拠点において、
道路や鉄道施設等の重要インフラの整備や
市街地開発事業等を重点的かつ集中的に
支援し、民間投資を促進。

◆国際競争拠点都市整備事業

グローバルな都市間競争が激化し、アジアの諸
都市が追い上げる中、拠点都市は、海外からの
人材・企業・投資を惹きつけ日本経済全体の
経済発展に寄与し、地方では、地域の核となる
ビジネス・生活拠点を形成し、地域全体に波及
効果をもたらすことが求められている。

都市再生緊急整備地域内における優良
な民間都市開発事業(大臣認定事業)に
対し、金融・税制支援を行うことにより、民間
の都市開発事業を推進。

＜事例＞渋谷駅周辺地域

この他、品川駅・田町駅周辺、虎ノ門周辺、大阪駅周辺等においてインフラ整備や民間投資を促進。

土地区画整理事業
鉄道駅周辺施設の整備 等

基盤整備

大臣認定制度の活用

民間投資の促進
銀座線渋谷駅ホーム

2020年移設

埼京線・山手線
2020年並列化東口地下広場

2020年暫定供用

渋 谷

Ｎ

NHK

青山学院
大学

渋谷区役所
特定都市再生緊急整備地域

渋谷駅街区
土地区画整理事業

施行区域

＜位置図＞
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施策の概要

５．都市分野の海外展開の推進
都市開発分野における我が国企業の海外展開を促進するため、川上から川下まで官

民一体となった取組を強化し、プロジェクト受注の拡大を図るとともに、我が国の都市の魅
力・文化や先進的技術等を発信し、対日理解の促進やインバウンド拡大を図る。

①都市開発の海外展開
大規模開発に関するノウハウを有する独立行政法人都市再生機構

（UR）等との連携を強化するとともに、スマートシティ、公共交通指向
型都市開発（TOD）等の日本の強みを活かした案件に対応し、都
市開発の海外展開を推進

URが支援するスマートシティ開発
（タイ バンスー中央駅周辺都市開発 イメージ図）

※JICA調査報告書より

日本企業による受注・投資の促進我が国の
強みの発信

案件
発掘

開発計画
策定支援

現地政府・企業
との関係構築

大規模開発のノウハウを有するＵＲ等との連携強化

許認可
取得支援

JOINによる
出資等

JOINによる出資案件26件
のうち都市開発案件11件
（総額約558億円)

【都市開発海外展開支援事業 調査費】

相手国政府と連携した
公的施設整備を伴う

PPP都市開発

郊外型大規模開発や
スマートシティ・TODに関する

都市開発

案件発掘・形成調査

※令和2年12月時点

アルメーレ国際園芸博覧会
農林水産省と連携して出展を行い、日本の造

園緑化技術・文化の対外発信、海外展開の方
策を検討
【名称】Floriade Expo 2022
【テーマ】Growing Green Cities
【開催期間】2022年4月14日～10月9日

海外日本庭園再生プロジェクト
荒廃した海外日本庭園の修復支援により、

インバウンド拡大や対日理解を促進し、造園
緑化技術や文化の対外発信を実施

②我が国の発信力の強化
横浜国際園芸博覧会

2027年に横浜市で開催を予定している国際
園芸博覧会について、博覧会国際事務局
（BIE）認定に必要な検討等を実施

【調査費】

【調査費】 【調査費】

【テーマ】幸せを創る明日の風景
【開催期間】2027年3月～9月
【開催場所】旧上瀬谷通信施設
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施策の概要

６．首里城復元や自然災害からの復旧・復興

○地震津波被災地域のまちづくりの基盤となる宅地
造成は、令和２年度完了予定

○福島県の避難解除区域等において、引き続き生
活拠点等の整備を促進

○被災地に整備される復興祈念公園内の国営追
悼・祈念施設（岩手県、宮城県、福島県）の整
備・維持管理を実施

令和元年10月の火災により焼失した首里城について、令和８年の正殿の復元に向け
て、令和４年の本体工事着工のために必要な取組を進める。
また、近年の大規模災害からの復旧・復興のため、被災直後の災害復旧から、復興ま

ちづくり計画の策定、必要なインフラ整備等を強力に推進する。

② 自然災害からの復旧・復興の取組

宅地の土砂撤去（熊本県八代市坂本町）

○まちなかに堆積した大量の土砂等の撤去
環境省等との連携により、家屋内を含む宅地内や

まちなかに堆積した廃棄物や土砂等の迅速な撤去
を実施

令和２年７月豪雨等への対応

大規模災害の被災地の早期復旧・復興を着実に推進するため、被災した直後に発
生する堆積土砂等の撤去や被災宅地の復旧から、再建に向けた復興まちづくり計画
の策定や事業実施まで、幅広く強力に支援する。

東日本大震災の復興まちづくりへの支援

① 首里城の復元に向けた取組

正殿地下遺構等の一般公開

首里城復元のための関係閣僚会議で決定された「首里城正殿等の復元に向けた工
程表」に基づき、首里城正殿について、令和４年の本体工事着工、令和８年の復元
に向けた取組を進める。
その際、復元過程の公開や観光振興など地元のニーズに対応した施策を推進する。

現在の首里城の様子（R2.11撮影）

○復元過程の公開の取組
令和２年６月１２日から、首里城正殿地下

遺構等の一般公開を開始する等、復元工事の
様子を公開

○木造で復元を行った正殿を含む計9施設が焼損
（一部焼損含む）

国営追悼・祈念施設（岩手県陸前高田市）

【都市災害復旧事業】

【国営追悼・祈念施設整備事業 等】

【国営公園等事業】

大龍柱補修作業の公開

北殿

南殿・
番所

書院・
鎖之間

奉神門

黄金御殿

二階御殿寄満
奧書院

正殿
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（１）防災指針による立地適正化計画の強化

Ⅳ．令和３年度 都市局関係予算 主な新規・拡充事項等
１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進

コンパクトシティ形成支援事業 補 助 5.0億円(1.00倍)

激甚化・頻発化する自然災害への対応として、「流域治水」の考え方等も踏まえながら、
災害リスクを勘案した防災まちづくりの目標を設定し、災害に強いまちづくりと併せて都市の
コンパクト化を進めることが必要である。

このため、立地適正化計画において災害リスクを踏まえて居住や都市機能を誘導する
地域の設定を行い、区域内に浸水想定区域等の災害ハザードエリアが残存する場合に
は、防災・減災対策を「防災指針」として位置付けることを推進する。

コンパクトシティ形成支援事業

○コンパクトシティの推進
住民の生活利便性の維持・向上や地域経済の活性化

を推進するため、地域公共交通と連携し、居住や都市機
能の集積を目指す「立地適正化計画」の作成を支援。

○都市機能誘導区域
生活サービスを増進するエリアと当該エリアに誘
導する施設（医療・福祉・商業等）を設定

○都市機能誘導区域
生活サービスを増進するエリアと当該エリアに誘
導する施設（医療・福祉・商業等）を設定

○居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持するエリアを設定

○居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持するエリアを設定

立地適正化計画区域（＝都市計画区域）

○コンパクトシティの取組における防災の主流化
居住の安全の確保などの防災・減災対策を推進するため、

立地適正化計画における「防災指針」の作成を支援。

浸水被害などの都市の災害リスクの分析を行い、
必要な防災・減災対策を位置づける。

○防災指針に基づくハード・ソフトの取組
・開発規制や立地誘導等の土地利用方策
・移転の促進
・土地や家屋の嵩上げ
・交通ネットワーク等の機能強化
・避難路、避難場所の整備
・防災まちづくり活動への支援 等

防災指針

避難地となる公園避難場所に向かう避難路

62

175

276
348

407
468

522542

0 0
1

100
142

231

310 339

0

100

200

300

400

500

600

700

公表済都市数

取組都市数

※令和2年7月末時点 意向調査より

目標
600都市

防

（
防
災
指
針
作
成
都
市
）

立
地
適
正
化
計
画
作
成
都
市

＜立地適正化計画の作成状況＞

居住誘導区域市街化区域 災害レッドゾーン

浸水ハザードエリア等市街化調整区域 都市機能誘導区域

居住誘導区域
から原則除外

河
川

安全・安心な避難
場所の確保

居住エリアの
安全性強化

災害ハザードエリア
からの移転の促進
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（２）災害ハザードエリアからの移転の促進
１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進

都市構造再編集中支援事業 補 助 700.0億円(1.00倍)
防災集団移転促進事業 補 助 0.4億円(1.00倍)

激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアに立地する医療・福
祉施設等の都市機能誘導施設の安全なまちなかへの移転等を積極的に推進する。

都市構造再編集中支援事業

○ 立地適正化計画に記載する防災指針に位置付けられた事業で災害ハザードエリアから移転する
場合、都市機能誘導施設整備の支援要件「同種施設１都市１施設まで」を撤廃。

●都市構造再編集中支援事業の支援対象の誘導施設
・医療施設（病院、診療所等）
・社会福祉施設（老人デイサービスセンター等）
・教育文化施設（認定こども園、小学校等）
・子育て支援施設（乳幼児一時預かり施設等）

災害ハザードエリアから誘導施設を移転

子育て支援施設

病院

老人デイサービスセンター居住誘導区域

市街化区域

災害レッドゾーン

浸水ハザードエリア 等

市街化調整区域

都市機能誘導区域

＜災害ハザードエリア＞

河
川

災害ハザードエリア
からの移転の促進

防災集団移転促進事業

○ 災害ハザードエリアからの移転を強力に支援するため、
防災集団移転促進事業を積極的に活用。

移転イメージ
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（３）都市機能の安全性の強化
１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進

都市構造再編集中支援事業 補 助 700.0億円(1.00倍)
都市安全確保拠点整備事業 防安交 8,540億円の内数

※令和２年度第３次補正予算 都市構造再編集中支援事業 補 助 3.2億円

激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、都市機能の安全性の強化等の防災ま
ちづくりの推進の観点から、市町村等による都市機能の防災力強化の取組等を積極的
に推進する。
都市構造再編集中支援事業

ピロティ化

【誘導施設における防災対策のイメージ】
止水板の設置 電源設備の高層階設置 ●都市構造再編集中支援事業の

支援対象の誘導施設
・医療施設（病院、診療所等）
・社会福祉施設（老人デイサービスセンター等）
・教育文化施設（認定こども園、小学校等）
・子育て支援施設（乳幼児一時預かり施設等）

① 医療・福祉施設等の整備にあたって、ピロティ化、止水板の設置及び電源設備の高層階設置等の
防災対策が必要な場合、 防災指針に位置付けられた事業に限り、誘導施設の補助対象事業費
の上限額「２１億円」を「３０億円」に引き上げ。

② 立地適正化計画に基づく道路整備や都市開発事業等と一体的に実施され、災害時に防災拠点
や一時滞在施設へ電気を供給する分散型エネルギーシステム※の整備へ支援。

【分散型エネルギーシステムのイメージ】
※分散型エネルギーとは、従来の大規

模・集中型エネルギーに対して、比較
的小規模で、かつ様々な地域に分散
しているエネルギーの総称。システムと
はCGS（コージェネレーションシステ
ム）や自営線等を指す。

※CGSについては整備に要する費用の
2分の1に相当する額を補助対象事
業費とする。

CGS 自営線 洞道（自営線部のみ）

【都市安全確保拠点施設のイメージ】

都市安全確保拠点整備事業
○ 溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における、居住者・滞在者

等の安全を確保するために必要な施設の整備に対する支援制度を創設。

非常用発電設備 防災備蓄倉庫

医療・福祉施設
避難所

連絡デッキ
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（４）水災害による被害軽減に向けた取組の強化
１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進

※令和２年度第３次補正予算 都市再生区画整理事業 防安交 4,246億円の内数

都市再生区画整理事業、市街地再開発事業等 防安交 8,540億円の内数

激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、既成市街地における浸水被害防止・
低減のために実施する防災対策を推進する。
都市再生区画整理事業

① 都市再生区画整理事業の重点地区の
対象に追加し、国費率を1/2に嵩上げ

○ 激甚化・頻発化する豪雨災害に対応し、浸水想定区域内の既成市街地における防災性の向上
を図るため、浸水対策として実施する土地区画整理事業等への支援を拡充する。

拡充の概要
防災指針に基づく総合的な浸水対策として実施する事業や高規格堤防の整備と連携した事業について、

【防災指針に基づく総合的な浸水対策のイメージ】

土地区画整理事業
〇土地の嵩上げ
〇雨水貯留施設の整備 等

土地の嵩上げ

堤防

堤防

河川

河川

大雨

【区画整理による土地の嵩上げ】

居住誘導区域

市街化区域

災害レッドゾーン

浸水ハザードエリア 等

市街化調整区域

都市機能誘導区域

都市再生区画整理事業、市街地再開発事業等

○ 地区レベルの防災・減災対策を推進するために、地区計画に位置づけられた地区施設に対する
支援を拡充する。

都市再生区画整理事業
拡充の概要

市街地再開発事業等
拡充の概要

市街地再開発事業等に
おいて整備する避難地等
に対する支援を拡充

【避難地のイメージ】

②事業化促進のための事業実施前の公共
施設充当用地の取得等への支援（緊急
防災空地整備事業）を拡充

土地区画整理事業にお
いて整備する雨水貯留
施設等の浸水対策施
設に対する支援を拡充

雨水貯留浸透施設

【施設のイメージ】
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（５）宅地の安全性の確認・向上に向けた取組の強化
１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進

宅地耐震化推進事業 防安交 8,540億円の内数

大規模地震による盛土造成地の滑動崩落や液状化等の宅地被害を防ぐため、大規
模盛土造成地マップや液状化マップを活用し、地盤調査等の宅地の安全性把握のため
の取組をさらに加速化する。
また、激甚化・頻発化する豪雨災害に対応するため、浸水した宅地等の嵩上げを支援

対象に追加し、再度災害の防止を図る。

宅地の安全性確認・把握

交付対象:地方公共団体
国 費 率：1/3⇒1/2【令和２年度まで】

ボーリング
位置

地山

ボーリング
位置

＜大規模盛土造成地の地盤調査の例＞

現行支援対象 支援対象に追加

宅地擁壁等の危険度調査等 切土斜面の危険度調査等

造成宅地の切土斜面の安全性を確認
するための調査等を支援対象に追加。

浸水被災地での宅地等の嵩上げ
大規模な豪雨災害による浸水被災地で、家屋の集団移転が困難等

の要件を満たす地区について、同程度の出水に対する安全性を確保す
るため、河川施設整備との整合を図った上で行う宅地等の嵩上げを支
援対象に追加。

造成宅地の斜面の安全性確認等

大規模盛土造成地マップ等に基づき、各地
区で地盤調査や安定計算を実施し、安全性を
把握するための支援を強化。

地盤調査等により、事前対策が必要であると判定された場合は事前対策工事を実施

＜嵩上げによる地区の安全性確保（イメージ） ＞

山林

河川

被災水位

山林

河川

想定浸水高さ

公共施設と宅地との
一体的な嵩上げ

（被 災） （嵩上げ）

交付対象:地方公共団体
国 費 率：1/3⇒1/2【令和４年度まで】

交付対象:地方公共団体
国 費 率：1/2

河川施設の整備後も
浸水するおそれがある地区

１/２（令和４年度まで延長）
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（６）防災公園やグリーンインフラによる災害対応力の強化
１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進

国営公園等事業 直 轄 238.9億円(1.00倍)
都市公園防災事業 補 助 27.4億円(1.00倍)

グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 補 助 2.5億円(2.45倍)
都市公園・緑地等事業 社総交 6,311億円の内数

防安交 8,540億円の内数
※令和２年度第３次補正予算 国営公園等事業 直 轄 31.3億円

都市公園・緑地等事業 防安交 4,246億円の内数

5,987 
67%

2,397 
27%

165 
2%

391 
4%

地震のみに対応

地震と風水害の両方に対応

風水害のみに対応

その他

多様な災害に対応した防災公園の整備

地震、風水害、津波等の多様な災害に対応した防災公園や流域治水等と連携した
グリーンインフラの整備により、公園緑地の防災・減災効果の更なる強化を図る。

グリーンインフラによる防災・減災対策

○ 激甚化・頻発化し全国どこでも発生の恐れがある災害に対し、安全・安心な生活を守るため、
防災指針に基づき、地震災害だけでなく風水害など多様な災害に対応した防災公園を整備。

○指定市等一定規模の都市や、地震の対策が必要な都
市に加え、立地適正化計画を策定し、防災指針に基づく
防災・減災対策に取り組む都市（人口５万人以上の
都市に限る）を対象都市に追加

○防災指針等において風水害からの避難地としての機能
を確保することが位置づけられた防災公園の整備につい
て、面積要件等を緩和し支援

（一次避難地となる都市公園について、1ha以上を対象）

拡充内容 （都市公園・緑地等事業、都市公園防災事業）

災害対応別
の防災公園数
（H30末）

■地震に比べ、風水害に対応した防災公園の割合は少ない

■風水害に対応した防災公園の整備イメージ

千曲川氾濫時（R1.10）には公園
内の高台広場が避難地として機能

穂保高台避難公園（長野市）

拡充内容 （都市公園・緑地等事業、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業）

従来の
公園整備

雨水浸透に
配慮した公園

雨水浸透に配慮した
公園整備のイメージ

支援要件 防災・減災推進型（下線部が新たな内容）

行政計画での
位置づけ

防災指針や流域水害対策計画等の防災・減災関連の
計画と連携した取組であること
（通常型と異なり、計画内容を限定）

補助対象事業

• 公園緑地の整備
• 公共公益施設の緑化
• 民間建築物の緑化
• 市民農園の整備
• 緑化施設の整備
• 既存緑地の保全利用施設（雨水貯留機能を高める

施設を含む）の整備（補助対象追加）
• 整備効果の検証
• グリーンインフラに関する計画策定 斜面崩壊防止のために

必要な施設整備のイメージ

■流域治水に対応したグリーンインフラの整備イメージ

○都市公園 ○既存緑地の保全利用施設

○ 自然環境の持つグリーンインフラとしての機能を活用した防災・減災対策を一層推進するため、
防災指針や流域水害対策計画等の防災・減災関連の計画と連携した取組を強化。
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（７）公園の老朽化・バリアフリー化対策
１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進

国営公園等事業 直 轄 238.9億円(1.00倍)
都市公園・緑地等事業 社総交 6,311億円の内数

防安交 8,540億円の内数
※令和２年度第３次補正予算 国営公園等事業 直 轄 24.1億円

都市公園・緑地等事業 防安交 4,246億円の内数

10% 11% 8% 9% 9% 8%

31%

14%

0%

10%

20%

30%

都市公園のバリアフリー化対策

公園施設の長寿命化対策として、老朽化の著しい公園施設の改修等を緊急的に実
施し、予防保全型管理への移行を推進する。また、バリアフリー法に基づく基本方針の改
正を踏まえ、集中的かつ重点的に公園施設のバリアフリー化対策を推進する。
都市公園の老朽化対策

○ 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業のバリアフリー化事業について、バリアフリー法に基
づく基本方針の次期目標の期間に合わせ、令和７年度まで延長する。
これにより、都市公園のバリアフリー化を集中的かつ重点的に進め、施設の利便性や安全性の向

上を図る。

車いす使用者等の移動に配慮し階段をスロープに改修

○ 都市公園の老朽化が進む中、公園利用者の安全・安心の確保や効率的な維持管理を進める
ため、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を重点的に支
援し、ライフサイクルコストの縮減と予算の平準化を図る予防保全型管理への移行を推進する。

20年以上48％
割合（％）

【公園施設（遊具）の老朽化（2016年度末）】

30年以上
30年未満

【都市公園等の設置経過年数（2018年度末）】

2018年度末 2038年度末（推計）

77％

23％
50％ 50％

老朽化したパーゴラの梁等の交換

５
年
未
満

５
～
10
年

未
満

10
～
15
年

未
満

15
～
20
年

未
満

20
～
25
年

未
満

25
～
30
年

未
満

30
年
以
上

不
明

遊具については設置から20年以上経過したものが
約5割と、多くが標準使用期間※を超過
※鉄製：概ね15年、木製：概ね10年

バリアフリー対応のトイレの整備

照明灯の改築イメージ
（防災機能向上）
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（８）避難場所の機能強化や防災対策
１．防災・減災を主流化したコンパクトシティの更なる推進

都市防災総合推進事業 防安交 8,540億円の内数
地下街防災推進事業 補 助 3.5億円(1.00倍)

※令和２年度第３次補正予算 地下街防災推進事業 補 助 0.5億円

激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、新型コロナウイルス感染症拡大を契機
として求められる感染症対応を含め、避難場所や帰宅困難者受け入れ施設となる地下
街の機能強化や、防災対策を推進する。
都市防災総合推進事業

避難場所に対する感染症対策に資する
機能強化等を支援対象化

・仕切り壁の整備や大規模換気設備の導入などの
避難場所の機能強化 等

○避難場所における取組

安全・安心な避難に必要な避難場所の整備の推進

地下街防災推進事業

大規模換気設備仕切り壁の設置

災害時の避難に不可欠な避難センター
等の避難場所や避難路の整備、既存施
設の機能強化を積極的に推進

避難場所の整備・機能強化
（現行制度）

既存施設（市営住宅）
への避難階段設置

非常用発電設備・防災備蓄倉庫の整備

感染症対策としての換気設備等を支援対象化

・避難時の密集状態における感染リスクを下げるための
換気設備及び開口部の改修

事前防災対策の推進

・激甚化・頻発化する水害及び切迫す
る地震災害に対して事前防災・減災
の取組を推進

避難誘導施設の整備天井板の耐震改修地下街の換気設備口避難時に想定される密集状態
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（１）新しいまちづくりのモデル都市の選定と集中支援
２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出

新しいまちづくりのモデル都市へのパッケージ支援

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、骨太の方針2020において「新たな日常」の実
現が掲げられ、多核連携型の国づくり、二地域居住、地方都市の活性化等が位置付け
られたところ。
地方都市において、都市のコンパクト化を図りつつ、官民が連携してゆとりとにぎわいある

都市空間の創出や地域の稼ぐ力の向上に取り組むまちづくりに対して集中的、重点的に
支援を実施する。

①モデル都市選定の狙い
○ 地方において、コンパクトシティの取組と、ウォーカブルシティの創出により都市の魅力の向上を

図る取組を一体として実施することで、「新たな日常」にも対応しつつ、都市構造の再構築と地域
の稼ぐ力の向上を実現するモデルとなる都市を選定する。

②選定要件
○立地適正化計画とまちなかウォーカブル区域を定めた都市再生整備計画を策定していること
○官民連携のもと、「新たな日常」下における地域の「稼ぐ力」の向上に向けたさらなる取組
（街路空間の活用、Park-PFI、空き地・空き家等の遊休ストックの活用、テレワーク拠点の整備、
情報通信基盤設備の設置・データ活用等）を行っていること 等

③支援メニュー
【ハード】 都市のコンパクト化、歩行空間整備、オープンスペース整備、地域交流拠点整備等

→都市構造再編集中支援事業、まちなかウォーカブル推進事業、
都市公園・緑地等事業、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 等

【ソフト】 公共空間を活用したイベント、プロモーション、デジタル技術を活用したサービス提供等
→官民連携まちなか再生推進事業、都市再生コーディネート等推進事業 等

新たなまちづくりの取組に対して集中的・重点的に支援

都市のコンパクト化

ゆとりとにぎわいある
都市空間の創出

ウォーカブルな
まちなかの創出

公共空間の
利活用

テレワーク拠点の
整備

-23-



（２）官民連携によるウォーカブル空間の形成
２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出

まちなかウォーカブル推進事業
都市・地域交通戦略推進事業

まちなかウォーカブル推進事業、都市・地域交通戦略推進事業
官民連携まちなか再生推進事業

まちなか公共空間等活用支援事業

補 助 2.0億円(1.33倍)
補 助 9.0億円(1.30倍)
社総交 6,311億円の内数
補 助 5.1億円(1.02倍)
補 助 0.6億円(1.07倍)

※令和２年度第３次補正予算 まちなかウォーカブル推進事業 社総交 1,157億円の内数

新型コロナウイルス感染症拡大を契機として顕在化した、「まちの過密」を避ける観点か
ら、官民連携による良質なオープンスペースやゆとりとにぎわいある「居心地が良く歩きたく
なる」空間の形成を推進する。

事業内容

まちなかウォーカブル区域

フリンジ駐車場

荷捌き
駐車場

水上デッキ等

シェアサイクル設備

軌道緑化

オープンスペース
（緑地等）

まちなかウォーカブル推進事業
・水辺周辺のプロムナードや水上デッキの整備について
支援を明確化

都市・地域交通戦略推進事業
・シェアサイクル設備を支援対象に追加
・軌道緑化の整備について支援を明確化
・まちなかウォーカブル区域へのアクセス等に寄与する都市
交通施設の整備について国費率を嵩上げ（1/3⇒1/2）

官民連携まちなか再生推進事業
・エリアプラットフォーム構築、未来ビジョン等策定支援
期間の延長（最大２年間⇒最大３年間）

まちなか公共空間等活用支援事業
・ベンチの設置等(カフェ等も併せて整備)を行う都市
再生推進法人への低利貸付による支援を推進

○ 官民連携による取組を推進し、ゆとりとにぎわいある「居心地が良く歩きたくなる」空間を形成

シェアサイクル設備

路面電車等の停留所、軌道緑化等

荷捌き駐車場

ゆとりある歩行空間 水上デッキ等 オープンスペースの活用
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（３）ゆとりある駅まち空間の再構築
２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出

都市・地域交通戦略推進事業 補 助 9.0億円(1.30倍)
社総交 6,311億円の内数

※令和２年度第３次補正予算 都市・地域交通戦略推進事業 社総交 1,157億円の内数

都市・地域交通戦略推進事業

踏切対策による安全性向上を図るため、踏切道改良促進法に基づく地方踏切道改良協議会に
おける協議を経て作成された踏切道改良計画に位置づけられた事業を支援
①補助対象事業者の追加

踏切道改良促進法に基づく地方踏切道改良協議会を補助対象に追加
②整備地区の追加

踏切道改良計画に位置付けられた踏切道の改良を行う区域を整備地区に追加

○ 踏切対策の推進

○ 駅まち空間整備の推進

①補助対象事業者の追加

②交通ターミナル戦略※策定時における支援対象事業の追加

③交通ターミナル戦略策定時における国費率の嵩上げ
まちなかウォーカブル区域又は都市再生緊急整備地域において法定協議会が行う事業につい

て、国費率を嵩上げ（1/3⇒1/2）

まちの中心となる駅・駅前広場と周辺街区（駅まち空間）において、地方公共団体、
民間開発事業者、鉄道事業者の連携による、利便性・快適性・安全性の高いゆとりのあ
る一体的な空間への再構築を行うための整備等に対する支援を実施する。

・法定協議会
・都市再生推進法人 等

現行
・任意協議会※（計画策定支援に限る）
拡充

※地方公共団体、民間開発事業者、鉄道事業者等で構成される法定化を見据えた協議会

・交通まちづくり活動推進事業
・バリアフリー交通施設の整備
・案内標識の整備 等

現行
・公共的空間の整備
・駐車場・駐輪場の整備
・駅の広場・滞留空間の整備

拡充

駅まち空間

ゆとりある公共的空間の整備 駅の広場・滞留空間の整備

駐車場・駐輪場の整備

※ 拠点駅及びその周辺において地域の関係者が施設整備等を進めるために策定する計画

任意協議会による案件形成段階からの計画策定や、駅まち空間の一体的整備に必要な施設を
支援対象に追加するとともに、まちなかウォーカブル区域等における施設整備を重点的に支援

居心地が良く歩きたくなる
駅前広場の整備
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（４）公園緑地の整備等によるオープンスペースの充実
２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出

国営公園等事業 直 轄 238.9億円(1.00倍)
都市公園・緑地等事業 社総交 6,311億円の内数

防安交 8,540億円の内数
※令和２年度第３次補正予算 国営公園等事業 直 轄 25.3億円

都市公園・緑地等事業 社総交 1,157億円の内数

市民緑地等整備事業
○ 認定市民緑地※における園路等の整備の支援対象に都市再生推進法人を追加。

※民間主体が市区町村長による計画の認定を受けて空き地等を緑地として設置管理するもの

自然環境や歴史文化を活かした国営公園等の整備・活用
国営武蔵丘陵森林公園（埼玉県）

○ 国営公園等において、地域活性化等の一層の
推進や増大したオープンスペースの需要への対応を
図るため、魅力的な自然環境や我が国固有の優れ
た歴史文化資産等を活かした整備・活用を推進。

サイクリング等屋外活動の場として利活用

明治記念大磯邸園（神奈川県）

オープンスペースの充実と安全・安心な利用の確保

水辺空間

緑道

○ まちなかの交流・滞在空間や健康づくり、憩いの場となる公園等のオープンスペースをネットワーク化し、
ゆとりのある屋外空間として一体的に利活用するため、既存の事業によりオープンスペースの充実を図る
とともに、都市公園における感染症対策を集中的に支援する。

身近な公園

※統合河川環境整備事業やまちなかウォーカブル推進事業等と連携

広場空間
ウォーカブルな

街路空間

都市生活にゆとりや潤いをもたらす公園等のオープンスペースは、良好な住環境・ビジネ
ス環境の形成に不可欠であり、新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、貴重な屋
外空間として価値が再認識された。
このため、公園、広場、緑地等のオープンスペースの充実を図るとともに、柔軟かつ多様

な活用を推進する。

＜対策の例＞
• 接触機会の少ない手洗場の整備
• トイレのタッチレス化
• ソーシャルディスタンスを確保できる空間の整備
• デジタル技術による混雑把握 等

デジタル技術による混雑把握
（イメージ）

接触機会の少ない手洗い場
（イメージ）

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
（拡充）

○ 都市公園における感染症対策を交付対象
事業に追加（令和７年度まで）

＜イメージ＞

旧大隈別邸・陸奥別邸跡の
庭園部を一部公開
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（５）コンパクトでゆとりある再開発の推進
２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出

市街地再開発事業等 社総交 6,311億円の内数
防安交 8,540億円の内数

市街地再開発事業等 社総交 1,157億円の内数等

※令和２年度第３次補正予算 都市構造再編集中支援事業 補 助 8.4億円
防災・省エネまちづくり緊急促進事業 補 助 75.0億円

市街地再開発事業等において、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成やエリアマ
ネジメント等を通じたまちの持続的な魅力の向上、都市の防災性の向上等に資する広場
等の整備や、地域の実情にあったコンパクトな事業を推進する。

○ 「まちの過密」を解消し歩行者・滞在者に憩いをもたらす広場等の空間が十分でないことや、
まちなかの持続的な魅力向上の観点から、エリアマネジメント等に幅広く柔軟に活用できる空間
資源としての広場等のニーズが高まっている。

○ 建て詰まったまちなかにおいては、広場等は過密低減のためのオープンスペースとなり、災害時
や感染症拡大時等の避難場所・支援拠点等として、都市の防災性の向上等にも貢献。

市街地再開発事業等

＜イメージ＞広場と一体となった再開発

現行補助対象の地区計画に定められてい
る等一定の要件を満たす広場等に加え、

まちなかウォーカブル区域等で実施される
市街地再開発事業等において整備される
広場等を補助対象に追加。

○ 老朽化・陳腐化が進むまちなかの再生にあたって市街地再開発事業等を実施する際、事業
成立性向上の観点から大きな保留床が生まれる場合がある。

＜イメージ＞コンパクト型再開発

地域の実情にあった一定規模以下のコン
パクトな市街地再開発事業等について、土
地整備費及び共同施設整備費の補助率を
嵩上げ（1/3⇒1/2） 。

◆ 広場と一体となった再開発の推進

◆ コンパクトな再開発の推進

【主な要件】
・従後建物の容積率が、
｢従前建物の容積率＋150％以下」かつ「600％以下」

・都市部（東京23区および政令指定都市）以外

【主な要件】
まちなかウォーカブル区域又は立地適正化計画に定められた
防災指針に基づく取組が行われる区域内の市街地再開発
事業等において整備される、概ね1,000㎡以上の広場等

-27-



（６）職住近接・一体の生活圏の形成等
２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出

都市構造再編集中支援事業 補 助 700.0億円(1.00倍)
防災・省エネまちづくり緊急促進事業 補 助 20.0億円(1.05倍)

都市再生整備計画事業 社総交 6,311億円の内数
※令和２年度第３次補正予算 都市構造再編集中支援事業 補 助 12.7億円

都市再生整備計画事業 社総交 1,157億円の内数

都市構造再編集中支援事業、防災・省エネまちづくり緊急促進事業

〇地域交流センター
〇観光交流センター 等

〇テレワーク拠点施設

補助対象事業（高次都市施設）

都市構造再編集中支援事業

〇防災対策
〇環境対策
〇子育て対策
〇生産性向上

(雨水対策、帰宅困難者支援等)
（環境緑化対策等)
(遮音性向上等)
(ＢＩＭの導入)

〇働き方対策

防災・省エネまちづくり緊急促進事業

事業要件（選択要件）

(コワーキングスペース等テレワーク拠点の整備)

○ 「まちなかウォーカブル区域」に新しい働き方等への対応に必要となる
社会福祉施設又は子育て支援施設を整備する場合、都市構造再
編集中支援事業における誘導施設整備の地区面積要件「300ｍ２

以上」及び支援要件「同種施設１都市１施設まで」を撤廃。

(コワーキングスペース等)

空き店舗の活用

再開発等による整備

子育て支援施設（約150㎡）

○ 大都市の職住近接拠点や地方都市の中心市街地の生活圏等
におけるテレワーク拠点の整備について支援対象に追加。

新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした新たな働き方・住まい方に対応するため、
コンパクト・プラス・ネットワークの取組を前提とした職住近接・一体の生活圏の形成が必
要である。
このため、大都市の職住近接拠点や地方都市の中心市街地の生活圏等におけるテ

レワーク拠点整備や、職住近接を支える生活関連施設（社会福祉施設及び子育て
支援施設）の小規模分散立地等を推進する。

都市再生整備計画事業
① 観光等地域資源活用計画関連まちづくりの交付対象事業（高次都市施設）に「ワーケーション

拠点施設（コワーキングスペース等）」を追加。
② 令和２年度に制度化された「文化観光推進法の規定に基づく地域計画※」関連の区域が観光

等地域資源活用計画関連まちづくりの施行地区であることを明確化。
※文化観光推進法（令和2年5月施行）の規定に基づく、文化観光拠点施設（博物館、美術館、社寺、
城郭等）を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画。

③ 歴史的風致維持向上計画関連のまちづくりに対する国費率の嵩上げ措置（40％⇒45％）を
令和７年度まで延長。

【令和２年度第３次補正予算より制度拡充】

【令和２年度第３次補正予算より制度拡充】
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（７）柔軟な働き方と暮らしやすさに対応したまちづくりの推進
２．コンパクトでゆとりとにぎわいあるウォーカブル空間の創出

官民連携まちなか再生推進事業 補 助 5.1億円(1.02倍)
まちづくりファンド支援事業 補 助 4.5億円(1.08倍)

テレワークによる地域活性化等効果検証調査 調 査 0.1億円(皆 増)
※令和２年度第３次補正予算 まちづくりファンド支援事業 補 助 15.0億円

官民連携まちなか再生推進事業

まちづくりファンド支援事業

新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、場所にとらわれない働き方が定着しつつあ
る中、豊かで暮らしやすい「新たな日常」を実現するため、コワーキング施設やオープンス
ペース等を整備し、職住が近接・一体となった柔軟な働き方と暮らしやすさに対応したまち
づくりを推進する。

○ 官民の多様な関係者の連携のもと、都市の
魅力の向上に向けて、官民の人材が参画する
エリアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等
の策定、ビジョン実現に向けた取組を支援。

○ ビジョンに基づく取組支援として、既存ストック
や地域資源を活用し、まちなかウォーカブル区
域等において新しい働き方・暮らし方の実現に
資するコワーキング・交流施設等の整備を支
援対象に追加。

（支援対象イメージ）官民の未来ビジョン等に基づいた
新しい働き方・暮らし方の実現に資するコワーキング・交流施設

○ 地域の資金と資源を活用しながら地域の活
性化を図るため、地域金融機関と連携し、リノ
ベーション等の民間まちづくり事業を連鎖的に進
める取組を支援。

○ リノベーション等の効果を一層高めるため、支
払い対価を成果に連動させるソーシャル・イン
パクト・ボンド（SIB）手法を導入した民間ま
ちづくり事業への支援を充実。

○ 新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、
新たに求められる柔軟な働き方や暮らしやすさ
の実現のため、老朽ストックを活用したテレワー
ク拠点やグリーン・オープンスペース等の整備
に対して金融支援を行うファンドを創設。

■老朽ストック活用リノベーション等推進型

■マネジメント型

テレワークによる地域活性化等効果検証調査
ポストコロナにおける就業者の実態等を調査・分析し、テレワークの普及・定着による、地域活性化・環境

負荷の低減等を検証するとともに、より公共的価値を高めるテレワーク環境のあり方を検討。

【令和２年度第３次補正予算より制度創設】
（支援対象イメージ）建物のリノベーション等を通じた、多様な働き方を

支えるテレワーク拠点や都市にゆとりをもたらすオープンスペース

（支援対象イメージ）空き店舗をリノベーションした飲食店で開催される、
商店街再生を目的とした新規店舗の立地促進という成果指標を

達成するためのワークショップ
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（１）スマートシティモデルプロジェクトの深化
３．スマートシティの社会実装の加速

スマートシティモデルプロジェクトの取組

スマートシティ実証調査 調 査 2.2億円(1.10倍)
※令和２年度第３次補正予算 スマートシティ実証調査 調 査 3.0億円

スマートシティモデルプロジェクトをより深化させるため、先駆的な取組を行うプロジェクトの
貫徹に向けた継続的な支援に加え、「３D都市モデル」を活用した新たなプロジェクトを創
出することにより、「まちづくりのデジタルトランスフォーメーション」を強力に推進する。

■まちづくりへの実装に向けたロードマップ
Step 0

官民体制の構築
Step 1

ビジョン（実行計画）の策定
Step 2

社会実験
Step 3

まちづくりへの実装

・スマートシティの実現を支える都市空間情報の基盤としての３D都市モデルのモデル事例の構築、
技術構築【R2】

官民体制の構築、実行計画の策定【R1】
技術の実装に向けた実証実験の実施【R2～】

３D都市モデルを活用した
実証実験の実施【R3】

各種公共事業等
を活用した支援

◇スマートシティモデルプロジェクト
・データや新技術を駆使した都市アセットの利活用に関するサービス等の先駆的実証実験を
行い、スマートシティの実装に向けたノウハウ・課題を蓄積

※スーパーシティの取組も支援

■スマートシティ実行計画の事例（スマートウェルネス協議会：札幌市）

■支援イメージ
都市空間（センシング）とサイバー空間（3D都市モデル）の両方を高度に活用した実証実験を実施

都市空間 サイバー空間

3D都市モデル水位混雑状況

アプリによる健康アドバイス

ポイント付与による歩行の促進

アプリを活用したイベントの情報提供等による
にぎわい・回遊促進

スマートプランニングによる
歩きたくなる空間の整備

インセンティブ
の付与

健康・賑わいの向上

スマホを活用して市民の歩数を計測
し、歩数に応じて公共交通等で使え

る「ポイント」を付与

健康アプリ

市民参加・行動変容

ポイント付与による公共交通利用の促進

出典：公益財団法人都市活力研究所、道路行政セミナー 2014. 10

地下歩道

公共交通

北三条広場健康アプリ

スマートプランニング

ダッシュボード（効果予測の可視化）

イベントの
情報提供

移動データの活用 歩きたくなる空間の整備

地下歩道

センシング技術・３D都市モデルの高度活用により、「新たな日常」の実現等に向けた都市の課題解決にも対応できる
先駆的な全国展開モデルを創出し、社会実装

健康寿命が全国平均を下回り、政令市の中でも下位に位置している現状に対し、市民参加型のスマートシティにより健康と
賑わいの向上を目指す。
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（２）まちづくりのデジタルトランスフォーメーションの推進
３．スマートシティの社会実装の加速

まちづくりのデジタルトランスフォーメーション推進調査 調 査 0.6億円(2.40倍)

スマートシティの全国展開の推進

スマートシティの社会実装を全国で推進するとともに、地方公共団体等が保有する都市
空間情報の高度化を図ることにより、関連する多種多様なデータとの連携・活用が可能
な3D都市モデルの構築を推進する。これにより、密の回避など「新たな日常」の実現に向
けた都市の課題解決に関する取組を推進する。

3D都市モデルの構築・利活用の促進

官
民
連
携
に
よ
る

ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
の
実
装

内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省
はじめ関係11府省庁

民間企業や大学など
413団体

【ICT・IoT技術】

地方公共団体
134団体

【まちづくり・都市計画】

スマートシティ
官民連携

プラットフォーム

スマートシティ
モデル事業への
支援（R1～）

スマートシティ実装のためのマッチング

官民連携プラットフォームを活用したマッチング支援のほか、これまでのスマートシティモデル事業で得られ
た知見の共有・展開（好事例の要因分析やガイドブックのバージョンアップ）等を通じて、スマートシティ
の全国展開を強力に推進する。

スマートシティの実現を支える3D都市モデルの構築・利活用の促進による都市空間情報の高度化
を図るため、

• 都市計画基本図・都市計画基礎調査等を活用した３D都市モデルの構築の効率化・高度化
• 多種多様なデータを活用したシミュレーション・モニタリングによるスマート・プランニング手法の検討
• 民間事業者と連携した3D都市モデルのユースケースの構築

等に取り組む。

行政

住民

企業

エリマネ団体

３D都市モデル
（都市部局が保有するデータの連携・オープン化）

健康福祉

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ

公衆衛生

交通

多種多様なデータ

×

多様な主体
による利活用

全
体
最
適
・
市
民
参
画
・

機
動
的
な
ま
ち
づ
く
り

令和２年11月末時点
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（１）経済成長を牽引する都市の基盤整備の推進
４．都市の国際競争力の強化

国際競争拠点都市整備事業 補 助 128.2億円(1.01倍)
※令和２年度第３次補正予算 国際競争拠点都市整備事業 補 助 3.0億円

国際競争拠点都市整備事業（公共公益施設整備型）

〈整備例〉 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域（うめきた地区）

① 道路の新設又は改築
② 鉄道施設の建設又は改良
③ バスターミナルの整備
④ 鉄道駅周辺施設の整備
⑤ 市街地再開発事業
⑥ 土地区画整理事業
⑦ BRTの整備
⑧ ①～⑦と一体的に整備する

情報化基盤施設の整備

支援内容

大規模低未利用地（貨物駅跡地）に
おいて、道路、公園、広場、交通結節機
能等の都市基盤を整備することで、民間
事業者による都市開発事業を促進

特定都市再生緊急整備地域
対象地域

地方公共団体、都市再生機構、
法律に基づく協議会

対象者

○市街地再開発事業 １／３
○市街地再開発事業以外 １／２

補助率

※提案時点（平成３０年５月）のイメージパースであり、今後変更
の可能性がある。（提供：うめきた２期地区開発事業者）

国際的なビジネス拠点・世界水準の居住空間の形成

都市の中枢拠点において、民間投資の誘発や国際的な人材の誘致を図り、都市の国
際競争力を強化するため、新型コロナウイルス感染症拡大を契機としてニーズが高まって
いるゆとりある空間の確保など、道路や鉄道施設等の重要インフラや市街地開発事業の
都市基盤整備を重点的かつ集中的に推進する。
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（２）優良な民間都市開発事業の推進
４．都市の国際競争力の強化

メザニン支援事業 政府保証 450.0億円(1.13倍)

都市の国際競争力の強化や地域の核となるビジネス・生活拠点の形成のため、金融支
援・税制支援・財政支援等を講じて都市の再生を強力に推進する。
また、グリーン・オープンスペースやゆとりあるオフィス空間の充実を図ることで、新型コロナ

ウイルス感染症拡大を契機として顕在化した「まちの過密」の課題にも対応する。

事業概要

＜ 支援事例 ＞

赤坂インターシティAIR
（東京都港区）

天神ビジネスセンター
（福岡県福岡市）

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー
（東京都港区）

都市再生緊急整備地域内における優良な民間都市開発事業（大臣認定事業）に対して、
金融・税制支援を行うことにより、民間の都市開発事業を推進する。

◆ 国土交通大臣認定制度

メザニン支援
優良な民間都市開発事業（大臣認定事業）に対し、（一財）民間都市開発推進機構が、融

資と出資の間に位置し、一般に調達が難しいとされる「ミドルリスク資金」であるメザニン資金を長期安
定的に供給する。（貸付・社債取得）

税制支援
優良な民間都市開発事業（大臣認定事業）に係る法人税等の割増償却、登録免許税等の

軽減措置等の特例措置を行う。

ゆとりあるオフィス空間や外国語対応の
医療施設により、外資系企業等を呼び込み
国際競争力を強化

地方部の支援により九州・アジア新時代の
交流拠点の形成を促進

本事業の広場約3,500㎡と虎ノ門ヒルズの
広場約6,000㎡（既設）を合わせ約1haの
ゆとりある広場空間を創出

（東京）
3.48坪/人

（全国）
3.66坪/人

（外資企業）
5.0坪/人

一人当たりオフィス床面積平均

都市の過密を解消し、海外からも選ばれる
ゆとりあるオフィス・居住空間を形成

地方において、地域の核となる魅力ある
ビジネス・生活拠点を形成

Copyright © 2017 Nacasa & Partners Inc. all rights reserved.

※令和２年度第３次補正予算 メザニン支援事業 政府保証 20.0億円
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（１）都市開発の海外展開の推進
５．都市分野の海外展開の推進

都市開発海外展開支援事業 補 助 0.7億円(1.08倍)
都市開発の海外展開に向けた調査 調 査 1.5億円(1.00倍)

政府の「インフラシステム輸出戦略」等に基づき都市開発の海外展開を推進するため、
大規模開発に関するノウハウを有するUR（都市再生機構）等との連携を強化し、官民
一体となった取組を推進する。
また、スマートシティ、公共交通指向型都市開発(TOD)等の日本の強みを活かした案

件に対応することで、日本企業による都市開発プロジェクト受注を加速化する。

取組イメージ

URが支援するスマートシティ開発
（タイ バンスー中央駅周辺都市開発 イメージ図）

※JICA調査報告書より

セミナー・ワークショップ

大規模開発のノウハウを有するＵＲ等との連携強化
・開発構想・計画の予備的調査
・案件のフィージビリティ調査

JOINによる出資案件26件
のうち都市開発案件11件
(総額約558億円)

※令和2年12月時点

日本企業が参画した郊外型大規模都市開発
（ベトナム グランドパークプロジェクト 全景イメージ）

日本企業による受注・投資の促進我が国の
強みの発信

案件
発掘

開発計画
策定支援

現地政府・企業
との関係構築 許認可

取得支援
JOINによる

出資等

相手国政府と連携した
公的施設整備を伴う

PPP都市開発

郊外型大規模開発や
スマートシティ・TODに関する

都市開発

案件発掘・形成調査
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（２）日本庭園などの造園緑化技術や文化の海外展開の促進
５．都市分野の海外展開の推進

アルメーレ国際園芸博覧会出展調査 調 査 0.1億円(皆 増)
横浜国際園芸博覧会検討調査 調 査 0.4億円(皆 増)

海外日本庭園保全再生方策検討調査 調 査 0.4億円(0.85倍)

2022年のアルメーレ国際園芸博覧会に日本国出展するために必要な調査を実施す
るとともに、2027年に横浜での開催を予定している国際園芸博覧会について、博覧会
国際事務局（BIE）認定に向けた協議に必要な検討等を行う。

また、適切な維持管理が行われていない海外の日本庭園について、日本から造園技
術者を派遣し修復支援することで、造園緑化技術や文化の海外展開を促進する。

海外日本庭園再生プロジェクト
荒廃した海外日本庭園の修復支援による、対日理解の促進、造園緑化技術や文化の対外発

信等を目的として、平成29年度からプロジェクトを開始。
令和元年度までに15箇所の日本庭園修復を実施し、日本側の体制が確立されたことから、修復

支援のより効率的な実施を図る。

アルメーレ国際園芸博覧会への出展

横浜国際園芸博覧会のBIE認定に向けた検討

2022年にオランダで開催予定のアルメーレ国際園芸博覧会において、農林水産省と連携した
日本国出展を通じ、 日本の造園緑化技術・文化の対外発信及び海外展開の方策を検討する。
また、2027年3～9月に開催予定である横浜国際園芸博覧会のPRにもつなげる。

【名 称】Floriade Expo 2022
【テーマ】Growing Green Cities
【開催期間】 2022年4月14日～10月9日

2019年北京園芸博 日本国出展

2027年に横浜市で開催を予定している国際園芸博覧会
については、国際園芸家協会（AIPH）からの開催承認に加
え、博覧会国際事務局（BIE）による認定を得る必要がある
ため、それに必要な実施内容の詳細検討等を行う。

【テーマ】幸せを創る明日の風景
【開催期間】2027年3月～9月
【開催場所】旧上瀬谷通信施設（横浜市瀬谷区、旭区）

旧上瀬谷通信
施設の位置図

日本国出展候補地

会場平面図
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（１）首里城の復元に向けた取組
６．首里城復元や自然災害からの復旧・復興

国営公園等事業（沖縄分） 直 轄 41.0億円の内数

首里城復元のための関係閣僚会議で決定された「首里城正殿等の復元に向けた工程
表」に基づき、首里城正殿について、令和４年の本体工事着工、令和８年の復元に向
けた取組を進める。その際、復元過程の公開や観光振興など地元のニーズに対応した施
策を推進する。
令和３年度は、令和４年の首里城正殿の本体工事着工に向けて、技術的検討をさ

らに進めるとともに、木材の調達等を実施する。

復元に向けた技術的な検討等

首里城復元に向けた技術検討委員会

○ 沖縄総合事務局に設置した「首里城復
元に向けた技術検討委員会」において技術
的な検討を進めるとともに、正殿の復元に向
けた設計等を実施。

木材の調達等

木材倉庫（前回復元時）

○ 令和４年からの正殿復元に使用する
大径材の調達を実施。

○ 調達した木材を保管するための木材倉
庫を整備。

防災・防火設備整備

連結送水管（配管埋設イメージ）

○ 「首里城復元に向けた技術検討委員会」
での検討を踏まえ、正殿の本体工事前に整
備すべき防災・防火設備（連結送水管の
一部等）を整備。

首里城正殿について、令和２年度（2020年度）早期に設計に入り、令和４年（2022年）中に
は本体工事に着工し、令和８年（2026年）までに復元することを目指すこととし、北殿や南殿等を
含め復元に向けた取組みを進めることとする。その際、復元過程の公開や観光振興など地元のニーズに
対応した施策を推進する。

首里城正殿等の復元に向けた工程表（令和２年３月 首里城復元のための関係閣僚会議決定） 抜粋
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（２）自然災害からの復旧・復興
６．首里城復元や自然災害からの復旧・復興

都市災害復旧事業 補 助 1.5億円(1.00倍)
国営追悼・祈念施設整備事業 直 轄 3.2億円(0.22倍)

復興事前準備主流化検討調査 調 査 0.1億円(皆 増) 等

宅地耐震化推進事業、都市防災総合推進事業 防安交 4,246億円の内数
※令和２年度第３次補正予算 都市災害復旧事業 補 助 61.6億円

自然災害からの復旧・復興にかかる対応
① 近年の主な大規模災害からの復旧・復興への支援

②東日本大震災の復興まちづくりへの支援

・令和３年4月26日より、熊
本城天守閣内部を公開開
始予定

・熊本市内で引き続き、液状
化対策工事を実施

・益城町中心部では、土地
区画整理事業等によるまち
の復興を支援

熊本城天守閣の復旧状況
（熊本県熊本市）

平成28年４月熊本地震

大規模災害の被災地における早期の復旧・復興の着実な推進

○ 被災市街地における復興まちづくり
・地震津波被災地域のまちづくりの基盤となる宅
地造成は、令和２年度完了予定

・福島県の避難解除区域等において、引き続き
生活拠点等の整備を促進

・宅地の耐震化について令
和３年度は、3市町で実
施予定

・札幌市里塚地区及び安
平町では、令和２年度中
の復旧完了に向け、工事
を実施

平成30年９月
北海道胆振東部地震

宅地の復旧の様子
（札幌市清田区里塚）

③復興事前準備の推進

○ 国営追悼・祈念施設
・福島県に設置する施設については、引き続き整備を推進すると

ともに、令和２年度中に一部利用開始予定
・岩手県、宮城県に設置する施設については、令和２年度末を

目途に整備完了し、維持管理を開始予定

被災後に早期かつ的確な復興まちづくりを行うため、平時における「復興事前準備」を主流化する方策を検討し、
「復旧・復興まちづくりサポーター制度」を活用してノウハウを共有することで地方公共団体の取組を支援。

イメージパース
（福島県双葉郡浪江町)

・宅地の堆積土砂を撤去
・早期復興のため、復興まち
づくり計画策定を支援

・防災力向上のため、避難場
所の整備等を支援

令和元年東日本台風

・宅地内やまちなかに堆積し
た廃棄物や土砂等の迅速
な撤去を、環境省等と連
携し実施

令和２年７月豪雨

がれき混じり土砂の堆積状況
（熊本県人吉市）

宅地の土砂堆積状況
（宮城県丸森町）

近年の様々な大規模災害からの復旧・復興を着実に推進する。また、東日本大震災の
被災地に対しては、追悼と鎮魂等の場の整備等により、引き続き復興を支援する。

さらに、これまで蓄積した知見を踏まえ、復興事前準備の取組を含め、災害に強いまち
づくりを推進する。

大川原地区（福島県大熊町）大川原地区（福島県大熊町）
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Ⅴ．令和３年度　都市局関係予算　新規・拡充事項等一覧

ページ
都市構造再編集中支援事業【公共：補助】

防災集団移転促進事業【行政経費：補助】
・移転対象区域について、災害危険区域に加え、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域等を追加 16
・都道府県による計画策定を支援対象に追加 16
・地方公共団体からの委託に基づく都市再生機構による計画策定及び事業実施を支援対象に追加 16
・住宅の移転に関連して移転が必要な要配慮者施設の用に供する土地の整備を支援対象に追加 16

都市安全確保拠点整備事業【公共：交付金】

都市再生区画整理事業【公共：交付金】
・防災指針に基づき事業を実施する地区、高規格堤防と一体的に事業を実施する地区について、国費率を嵩上げ（1/3⇒1/2） 18

・地区計画に位置づけられた地区施設（雨水貯留施設等）を支援対象に追加し、補助限度額に全額算入 18
市街地再開発事業等【公共：交付金】
・地区計画に位置づけられた地区施設（避難地等）を支援対象に追加（概ね1000㎡以上の施設に限る） 18
・まちなかウォーカブル区域内又は防災指針に位置付けられた広場等を支援対象に追加（概ね1000㎡以上の施設に限る） 27

宅地耐震化推進事業【公共：交付金】
・大規模盛土造成地の変動予測調査等について、国費率嵩上げ（1/3⇒1/2）を令和４年度まで延長 19
・宅地擁壁等の危険度調査及び防災対策の支援対象に切土斜面（高さ２m以上、崩壊影響範囲２戸以上）を追加 19

都市公園・緑地等事業【公共：交付金】
・防災公園の支援対象に防災指針に基づく防災・減災対策に取り組む都市（人口５万人以上の都市に限る）を追加 20
・防災指針等に位置付けられた一次避難地となる防災公園の面積要件を緩和（２ha⇒１ha） 20
・都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業のバリアフリー化事業について、令和７年度まで延長 21
・都市公園における感染症対策を都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業の支援対象に追加 26
・都市再生推進法人による認定市民緑地における園路等の整備を市民緑地等整備事業の支援対象に追加 26

グリーンインフラ活用型都市構築支援事業【公共：補助・交付金】

・防災指針に基づき土地区画整理事業を実施する予定の地区、高規格堤防と一体的に事業を実施する予定の地区で公共施設
用地の取得を行う場合、緊急防災空地整備事業の支援対象に追加 18

・防災指針や流域水害対策計画等と連携した「防災・減災推進型」を創設し、既存緑地の保全利用施設（雨水貯留機能を高め
る施設を含む）の整備を支援対象に追加 20

・大規模な豪雨災害による浸水被災地で家屋の集団移転が困難等の要件を満たす地区について、同程度の出水に対する安全性
を確保するため、河川施設整備との整合を図った上で行う宅地等の嵩上げを支援対象に追加 19

・従後建物の容積率が、従前に150％を加えたもの以下、かつ、600％以下の場合、国費率を嵩上げ（1/3⇒1/2）
※都市部（東京23区および政令指定都市）は対象外 27

・溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における、居住者・滞在者等の安全を確保するために必要
な施設の整備に対する支援制度を創設 17

・立地適正化計画に基づく道路整備や都市開発事業等と一体的に実施され、防災拠点や一時滞在施設へ電気を供給する分散
型エネルギーシステムの整備を支援対象に追加 17

・まちなかウォーカブル区域において社会福祉施設又は子育て支援施設を整備する場合、誘導施設整備の地区面積要件「300㎡
以上」及び支援要件「同種施設1都市1施設まで」を撤廃 28

28・交付対象事業（高次都市施設）に「テレワーク拠点施設（コワーキングスペース等）」を追加（令和２年度第３次補正予算よ
り制度拡充）

ー・誘導施設、高次都市施設及び提案事業（地域創造支援事業）による建築物整備の支援要件として、「整備予定地区周辺に
おける空きビル等の既存ストックの有効活用を検討すること」を追加

事業名

・防災指針に位置付けられた事業で災害ハザードエリアから移転する場合、都市機能誘導施設整備の支援要件「同種施設１都
市１施設まで」を撤廃 16

・防災指針に位置付けられた事業でピロティ化、止水板の設置及び電源設備の高層階設置等の防災対策が必要な場合、誘導施
設整備の補助対象事業費の上限額「21億円」を「30億円」に引き上げ 17
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ページ
都市防災総合推進事業【公共：交付金】
・感染症対策に資する換気設備や仕切り壁等の整備を地区緊急避難施設の支援対象に追加 22

地下街防災推進事業【公共：補助】
・感染症対策に資する換気施設及び開口部の改修を支援対象に追加 22

まちなかウォーカブル推進事業【公共：補助・交付金】
・水辺周辺のプロムナードや水上デッキの整備を高質空間形成施設の支援対象として明確化 24

都市・地域交通戦略推進事業【公共：補助・交付金】
・シェアサイクル設備の整備を支援対象に追加 24
・軌道緑化の整備を支援対象として明確化 24

・任意協議会による整備計画の計画策定を支援対象に追加 25
・交通ターミナル戦略を策定している場合、公共的空間、駐車場・駐輪場等の整備を支援対象に追加 25

・地方踏切道改良協議会及び踏切道改良計画に位置付けられた踏切道の改良を行う区域を支援対象に追加 25
防災・省エネまちづくり緊急促進事業【公共：補助・交付金】
・働き方対策（テレワーク拠点整備）を選択要件に追加（令和２年度第３次補正予算より制度拡充） 28

都市再生整備計画事業【公共：交付金】

・歴史的風致維持向上計画関連のまちづくりに対する国費率の嵩上げ措置（40%⇒45%）を令和7年度まで延長 28

官民連携まちなか再生推進事業【行政経費：補助】

・地域交流創造施設整備（コワーキング・交流施設等）を支援対象に追加 29
・文化・芸術施設を国際競争力強化施設整備の支援対象に追加 －

まちづくりファンド支援事業【公共：補助】

・SIB手法を導入した民間まちづくり事業をマネジメント型の支援対象として明確化 29
国営公園等維持管理費【公共：直轄】
・国営追悼・祈念施設（岩手・宮城）の維持管理費を新規計上 38

公共施設等整備の算出に係る特例措置の延長【民都機構】
・公共施設等整備費に建築利便施設費の全額（本則1/2）を算入する特例を令和５年度まで延長 ー

都市災害復旧事業【公共：補助】
・市町村事業に係る災害復旧事業査定設計委託費の補助対象限度額を1.47倍に引き上げ ー

特殊地下壕等対策事業【公共：補助】
・特殊地下壕等対策事業のうち、亜炭鉱廃坑対策を令和６年度まで延長 ー

・試行・実証実験を行いながら実施する新型コロナウイルス感染症拡大を契機としたエリアプラットフォームの構築及び未来ビジョン等
の新規策定について、支援期間を延長（最大2年間⇒最大3年間） 24

・老朽ストックを活用したテレワーク拠点やグリーン・オープンスペース等の整備に対する金融支援を行うファンド「老朽ストック活用リノ
ベーション等推進型」を創設（令和２年度第３次補正予算より制度創設） 29

・まちなかウォーカブル区域へのアクセス等に寄与し、歩道又は自転車道の整備等と一体的に整備する都市交通施設の整備につい
て、国費率を嵩上げ（1/3⇒1/2） 24

・交通ターミナル戦略を策定している場合、まちなかウォーカブル区域又は都市再生緊急整備地域において協議会が行う事業につい
て国費率を嵩上げ（1/3⇒1/2） 25

・観光等地域資源活用計画関連まちづくりの交付対象事業（高次都市施設）に「ワーケーション拠点施設（コワーキングスペース
等）」を追加（令和２年度第３次補正予算より制度拡充） 28

・「文化観光推進法の規定に基づく地域計画」関連の区域が観光等地域資源活用計画関連まちづくりの施行地区であることを明
確化 28

・高次都市施設及び提案事業（地域創造支援事業）による建築物整備の支援要件として、「整備予定地区周辺における空きビ
ル等の既存ストックの有効活用を検討すること」を追加 ー

事業名
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Ⅵ．令和３年度 都市局関係 税制改正概要（主な項目）

都市の競争力・魅力の向上

市街地再開発の推進

安全なまちづくりの推進

○都市再生緊急整備地域等に係る課税の特例措置の延長
都市の魅力向上による国際競争力の強化・地域経済の活性化のため、大規模で優良な民間都市開発
プロジェクトにより取得する建築物等に対し、特例を措置

【所得税・法人税】5年間 割増償却 25/100（50/100）
【登録免許税】建物所有権保存登記（本則0.4%） 0.35%（0.2%）
【不動産取得税】課税標準の一定割合を控除 1/5（1/2）※

【固定資産税・都市計画税】5年間 課税標準を一定割合に軽減 3/5（1/2）※

※上記を参酌基準とし、条例で定める割合 （ ）内は特定地域の場合

○関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設
に係る特別償却制度の延長
多様な規模・機能の研究施設の立地を促進し、新産業創出等により国民経済の活性化を図るため、
関西文化学術研究都市に整備される研究施設に対し、特例を措置

【法人税】特別償却※ 建物及び附属設備6/100 機械及び装置12/100
※資産取得初年度に、普通償却に加え一定の割合を上乗せして償却可能

○災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の創設
頻発化・激甚化する災害に対し都市の安全を確保するため、災害ハザードエリアから安全な区域への
移転に伴い取得する土地建物に対し、特例を措置

【登録免許税】 所有権移転1.0%（本則2.0%）
地上権・賃借権設定0.5%（本則1.0%）

【不動産取得税】課税標準の1/5を控除

○市街地再開発事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る特例措置の延長
市街地再開発事業の円滑な推進を図るため、再開発事業により従前の権利者が取得する権利床に対
し、特例を措置

【固定資産税】５年間減額 居住用1/3
非居住用（第一種市街地再開発）3/4
非居住用（第二種市街地再開発）2/3

○市民緑地認定制度における課税標準の特例措置の延長
都市にゆとりやうるおいをもたらす緑とオープンスペースの充実を図るため、緑地保全・緑化推進法人
が整備・公開した認定市民緑地に対し、特例を措置

【固定資産税・都市計画税】３年間課税標準を一定割合に軽減 2/3※

※上記を参酌基準とし、条例で定める割合
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１
．

防
災

・減
災

、国
土

強
靱

化
の

た
め

の
５

か
年

加
速

化
対

策
（

都
市

局
関

係
）

防
災
公
園
の
機
能
確
保

都
市
公
園
の
老
朽
化
対
策

グ
リー
ン
イ
ン
フラ
を
活
用
した
防
災
・減
災

防
災

公
園

の
整

備
イメ

ー
ジ

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

を
備

え
た

公
園

緑
地

の
整

備

従
来

の
公

園
整

備
雨

水
浸

透
に

配
慮

した
公

園
整

備

雨
水

貯
留

浸
透

に
配

慮
した

公
園

整
備

の
イメ

ー
ジ

施
工

後
施

工
前

老
朽

化
した

園
路

の
改

修
イメ

ー
ジ

大
規
模
盛
土
造
成
地
等
の
耐
震
化

個
別

の
大

規
模

盛
土

造
成

地
等

に
お

い
て

、地
盤

調
査

等
の

安
全

性
の

確
認

・把
握

等
を

実
施

す
る

。
【K

PI
】

①
大

規
模

盛
土

造
成

地
を有

す
る

約
1,

00
0市

区
町

村
に

お
け

る、
安

全
性

把
握

調
査

の
着

手
率

②
液

状
化

ハ
ザ

ー
ドマ

ップ
高

度
化

の
実

施
市

区
町

村
数

柱
の

耐
震

改
修

災
害
に
強
い
市
街
地
形
成

災
害

の
危

険
性

の
高

い
区

域
に

お
け

る
都

市
機

能
の

移
転

、
防

災
機

能
強

化
等

を
計

画
的

に
推

進
す

る
こと

で
、市

街
地

に
お

け
る

災
害

に
よ

る
被

害
を

軽
減

す
る

。
【K

PI
】面

的
な

市
街

地
整

備
等

の
実

施
地

区
に

お
け

る
都

市
機

能
の

移
転

や
防

災
機

能
強

化
等

に
令

和
３

年
度

以
降

に
取

組
む

地
区

（
40

地
区

）
の

対
策

実
施

率
■

現
状

：
－

⇒
令

和
７

年
度

達
成

目
標

：
70

％
■

５
か

年
加

速
化

対
策

に
よる

達
成

年
次

の
前

倒
し

令
和

12
年

度
⇒

  令
和

９
年

度

ピロ
テ

ィ化
止

水
板

の
設

置
電

源
設

備
の

高
層

階
設

置

【医
療
・福
祉
施
設
等
の
防
災
機
能
強
化
の
イ
メ
ー
ジ
】

天
井

板
の

耐
震

改
修

三
木

総
合

防
災

公
園

(三
木

市
、2

02
ha

、県
事

業
)

広
域
防
災
拠
点

備
蓄

倉
庫

物
資

の
集

積
・配

送
拠

点
とな

る
運

動
施

設

大
規
模
盛
土
造
成
地
の
安
全
性
把
握

液
状
化
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
高
度
化

■
①

現
状

：
4.

1％
⇒

令
和

７
年

度
達

成
目

標
：

60
％

②
現

状
：

－
⇒

令
和

７
年

度
達

成
目

標
：

25
市

区
町

村
■

５
か

年
加

速
化

対
策

に
よる

達
成

年
次

の
前

倒
し

①
令

和
27

年
度

⇒
令

和
12

年
度

②
令

和
36

年
度

⇒
令

和
14

年
度

○
近

年
、激

甚
化

・頻
発

化
す

る
気

象
災

害
や

切
迫

す
る

大
規

模
地

震
の

発
生

リス
ク、

イン
フラ

老
朽

化
に

対
し、

災
害

か
ら国

民
の

命
と暮

らし
を守

る
た

め
、所

管
す

る
各

種
イン

フラ
等

の
重

点
的

か
つ

集
中

的
な

対
策

を
実

施
し、

取
組

の
更

な
る

加
速

化
・深

化
を図

る
。(

令
和

２
年

12
月

11
日

閣
議

決
定

)

地
下
街
の
耐
震
性
向
上
等

耐
震

対
策

・漏
水

対
策

、避
難

施
設

や
防

災
施

設
整

備
に

よ
り

利
用

者
等

の
安

全
な

避
難

等
の

た
め

の
適

切
な

機
能

を
確

保
す

る
。

【K
PI

】全
国

の
地

下
街

79
箇

所
を

対
象

とし
て

、地
下

街
防

災
推

進
計

画
等

に
基

づ
く耐

震
対

策
が

完
了

した
地

下
街

の
割

合
■

現
状

：
57

％
⇒

令
和

７
年

度
達

成
目

標
：

80
％

■
５

か
年

加
速

化
対

策
に

よ
る

達
成

年
次

の
前

倒
し

令
和

18
年

度
⇒

  令
和

15
年

度

多
様

な
災

害
に

対
応

した
防

災
公

園
の

整
備

に
よ

り、
災

害
発

生
時

の
避

難
地

、防
災

拠
点

とし
て

の
機

能
を

確
保

す
る

。
【K

PI
】機

能
を

十
分

発
揮

させ
る

た
め

に
整

備
が

必
要

な
防

災
公

園
（

約
16

0箇
所

程
度

）
の

対
策

実
施

率
■

現
状

：
－

⇒
令

和
７

年
度

達
成

目
標

：
80

％
■

５
か

年
加

速
化

対
策

に
よ

る
達

成
年

次
の

前
倒

し
令

和
13

年
度

⇒
  令

和
９

年
度

都
市

公
園

に
お

い
て

イン
フラ

長
寿

命
化

計
画

に
基

づ
く老

朽
化

対
策

を
進

め
、予

防
保

全
型

管
理

へ
の

移
行

を
図

る
。

【K
PI

】イ
ンフ

ラ長
寿

命
化

計
画

を
策

定
済

み
の

都
市

公
園

（
約

66
,0

00
公

園
）

の
うち

、緊
急

度
の

高
い

老
朽

化
した

公
園

施
設

の
改

修
等

の
対

策
を

実
施

で
き

て
い

る
都

市
公

園
の

割
合

■
現

状
：

31
％

⇒
令

和
７

年
度

達
成

目
標

：
80

％
■

５
か

年
加

速
化

対
策

に
よ

る
達

成
年

次
の

前
倒

し
令

和
12

年
度

⇒
  令

和
９

年
度

雨
水

の
貯

留
浸

透
機

能
等

の
高

い
グ

リー
ンイ

ンフ
ラの

創
出

・
保

全
等

災
害

の
低

減
に

資
す

る
取

組
を

支
援

す
る

。
【K

PI
】全

国
の

主
要

都
市

（
30

都
市

を
想

定
）

に
お

け
る

防
災

・
減

災
に

資
す

る
グ

リー
ンイ

ンフ
ラの

取
組

み
実

施
率

■
現

状
：

10
％

⇒
令

和
７

年
度

達
成

目
標

：
90

％
■

５
か

年
加

速
化

対
策

に
よ

る
達

成
年

次
の

前
倒

し
令

和
11

年
度

⇒
  令

和
８

年
度
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（
１

）
都

市
再

生
特

別
措

置
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
【概

要
】

「国
土

強
靱

化
基

本
計

画
」、

「経
済

財
政

運
営

と改
革

の
基

本
方

針
20

19
」、

「成
長

戦
略

実
行

計
画

・成
長

戦
略

フォ
ロー

アッ
プ・

令
和

元
年

度
革

新
的

事
業

活
動

に
関

す
る

実
行

計
画

」、
「ま

ち
・ひ

と・
しご

と創
生

基
本

方
針

20
19

」（
閣

議
決

定
）

に
お

い
て

、居
心

地
が

良
く歩

きた
くな

る
まち

な
か

づ
くり

の
推

進
、災

害
リス

クの
高

い
エ

リア
の

立
地

規
制

や
エリ

ア外
へ

の
移

転
促

進
、ス

マー
トシ

テ
ィの

推
進

、コ
ンパ

クト
・プ

ラス
・ネ

ット
ワー

ク等
を位

置
づ

け

⇒
安
全
で
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
が
必
要

○
頻
発
・激
甚
化
す
る
自
然
災
害

に
対

応
す

る
た

め
、災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リア
に
お
け
る
新
規
立
地
の
抑
制

、移
転
の
促
進

、
防
災
ま
ち
づ
くり
の
推
進

の
観

点
か

ら総
合

的
な

対
策

を
講

じる
こと

が
喫

緊
の

課
題

○
こう

した
取

組
に

併
せ

て
、生

産
年

齢
人

口
の

減
少

、社
会

経
済

の
多

様
化

に
対

応
す

る
た

め
、ま
ち
な
か
に
お
い
て
多
様

な
人
々
が
集
い
、交
流
す
る
こと
の
で
き
る
空
間
を
形
成

し、
都

市
の

魅
力

を向
上

させ
る

こと
が

必
要

背
景
・
必
要
性

法
律
の
概
要

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
【都
市
計
画
法
、都
市
再
生
特
別
措
置
法
】

災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
に
お
け
る
新
規
立
地
の
抑
制

○
開
発
許
可
制
度
の
見
直
し

-災
害

レ
ッド

ゾ
ー

ンで
の

開
発

に
つ

い
て

、自
己

業
務

用
施

設
も

原
則

禁
止

-市
街

化
調

整
区

域
の

浸
水

ハ
ザ

ー
ドエ

リア
に

お
け

る
住

宅
等

の
開

発
を

抑
制

○
住
宅
等
の
開
発
に
対
す
る
勧
告
・公
表

-立
地

適
正

化
計

画
の

居
住

誘
導

区
域

外
に

お
け

る
災

害
レ

ッド
ゾ

ー
ン内

で
の

住
宅

等
の

開
発

に
つ

い
て

勧
告

を
行

い
、こ

れ
に

従
わ

な
い

場
合

は
公

表
で

き
る

こと
とす

る
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
か
ら
の
移
転
の
促
進

○
市
町
村
に
よ
る
移
転
計
画
制
度
の
創
設

-災
害

ハ
ザ

ー
ドエ

リア
か

らの
円

滑
な

移
転

を
支

援
す

る
た

め
の

計
画

を
作

成

＜
災

害
レ

ッド
ゾ

ー
ン＞

・災
害

危
険

区
域

（
崖

崩
れ

、出
水

等
）

・土
砂

災
害

特
別

警
戒

区
域

・地
す

べ
り防

止
区

域
・急

傾
斜

地
崩

壊
危

険
区

域
＜

災
害

イエ
ロー

ゾ
ー

ン＞
災

害
レ

ッド
ゾ

ー
ン以

外
の

災
害

ハ
ザ

ー
ドエ

リア
（

浸
水

ハ
ザ

ー
ドエ

リア
等

）

災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
を
踏
ま
え
た
防
災
ま
ち
づ
く
り

-立
地

適
正

化
計

画
の

居
住

誘
導

区
域

か
ら災

害
レ

ッド
ゾ

ー
ンを

原
則

除
外

⇒
避

難
路

、防
災

公
園

等
の

避
難

地
、避

難
施

設
等

の
整

備
や

警
戒

避
難

体
制

の
確

保
等

-立
地

適
正

化
計

画
の

居
住

誘
導

区
域

内
で

行
う防

災
対

策
・安

全
確

保
策

を
定

め
る

「防
災

指
針

」の
作

成

(予
算

)
防

災
集

団
移

転
の

戸
数

要
件

の
緩

和
(1

0戸
→

５
戸

)な
ど

住
宅

、病
院

等
の

移
転

に
対

す
る

支
援

魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
【都
市
再
生
特
別
措
置
法
、都
市
計
画
法
、建
築
基
準
法
】

○
都
市
イ
ン
フラ
の
老
朽
化
対
策

-都
市

計
画

施
設

の
改

修
に

つ
い

て
、立

地
適

正
化

計
画

の
記

載
事

項
とし

て
位

置
づ

け

○
日
常
生
活
の
利
便
性
向
上

-立
地

適
正

化
計

画
の

居
住

誘
導

区
域

内
に

お
い

て
、住

宅
地

で
病

院
・店

舗
な

ど日
常

生
活

に
必

要
な

施
設

の
立

地
を

促
進

す
る

制
度

の
創

設

居
住
エ
リ
ア
の
環
境
向
上

都
市

再
生

整
備

計
画

* に
「居

心
地

が
良

く歩
き

た
くな

る
」ま

ち
な

か
づ

くり
に

取
り組

む
区

域
を

設
定

し、
以

下
の

取
組

を
推

進
＊
都
市
再
生
整
備
計
画
：
市
町
村
が
作
成
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
計
画

「
居
心
地
が
良
く
歩
き
た
く
な
る
」
ま
ち
な
か
の
創
出

整
備

前

整
備

後

車
道

中
心

の
駅

前
広

場

駅
前

の
トラ

ンジ
ット

モー
ル

化
、広

場
整

備
な

ど
歩

行
者

空
間

の
創

出

○
「居
心
地
が
良
く歩
き
た
くな
る
」空
間
の
創
出

-官
民

一
体

で
取

り組
む

に
ぎ

わ
い

空
間

の
創

出
例

）
公

共
に

よる
街

路
の

広
場

化
と民

間
に

よる
オ

ー
プン

ス
ペ

ー
ス

提
供

-ま
ち

な
か

エ
リア

に
お

け
る

駐
車

場
出

入
口

規
制

等
の

導
入

⇒
改

修
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
都

市
計

画
税

の
充

当
等

(予
算

)公
共

空
間

リノ
ベ

ー
シ

ョン
へ

の
交

付
金

等
に

よる
支

援
(税

制
)公

共
空

間
を提

供
した

民
間

事
業

者
へ

の
固

定
資

産
税

の
軽

減

(予
算

)官
民

連
携

に
よる

まち
づ

くり
計

画
の

策
定

等
を支

援
(予

算
)都

市
再

生
推

進
法

人
へ

の
低

利
貸

付
に

よる
支

援

○
ま
ち
な
か
を
盛
り上
げ
る
エ
リア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進

-都
市

再
生

推
進

法
人

* の
コー

デ
ィネ

ー
トに

よる
道

路
・公

園
の

占
用

手
続

の
円

滑
化

＊
都

市
再

生
推

進
法

人
：

NP
O

、ま
ち

づ
くり

会
社

等
の

地
域

に
お

け
る

まち
づ

くり
活

動
を行

う
法

人
（

市
町

村
が

指
定

）

【
目
標
・
効
果
】

○
多
様
な
人
々
が
集
い
、交
流
す
る
こと
の
で
き
る
「居
心
地
が
良
く歩
き
た
くな
る
」ま
ち
な
か
を
創
出
し、
魅
力
的
な
ま
ち
づ
くり
を
実
現

（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
「居
心
地
が
良
く歩
き
た
くな
る
」ま
ち
な
か
づ
くり
に
取
り組
む
区
域
を
設
定
した
市
町
村
数
：
20
25
年
度
ま
で
に
10
0市
町
村
以
上

○
「防
災
指
針
」に
基
づ
く対
策
を
強
化
し、
安
全
な
ま
ち
づ
くり
を
実
現

（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
防
災
指
針
の
作
成
：
約
60
0件
（
全
て
の
立
地
適
正
化
計
画
作
成
自
治
体
）
（
20
21
年
～
20
25
年
［
20
21
年
:1
00
件
↗
20
25
年
:6
00
件
］
）

２
．

都
市

再
生

特
別

措
置

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
２

年
法

律
第

43
号

）
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（
２

）
頻

発
・激

甚
化

す
る

自
然

災
害

に
対

応
した

「安
全

な
ま

ち
づ

くり
」

２
．

都
市

再
生

特
別

措
置

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
２

年
法

律
第

43
号

）
都
市
計
画
法
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法

〇
頻

発
・激

甚
化

す
る

自
然

災
害

に
対

応
す

る
た

め
、災

害
ハ

ザ
ー

ドエ
リア

に
お

け
る

開
発

抑
制

、移
転

の
促

進
、立

地
適

正
化

計
画

の
強

化
な

ど、
安

全
な

ま
ち

づ
くり

の
た

め
の

総
合

的
な

対
策

を
講

じる
。

◆
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リア
か
ら
の
移
転
の
促
進

-市
町

村
に

よ
る

防
災

移
転

支
援

計
画

市
町

村
が

、移
転

者
等

の
コー

デ
ィネ

ー
トを

行
い

、移
転

に
関

す
る

具
体

的
な

計
画

を
作

成
し、

手
続

き
の

代
行

等

※
上

記
の

法
制

上
の

措
置

とは
別

途
、予

算
措

置
を

拡
充

（
防

災
集

団
移

転
促

進
事

業
の

要
件

緩
和

（
10

戸
→

5戸
等

）
）

◆
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リア
に
お
け
る
開
発
抑
制

（
開

発
許

可
の

見
直

し）
＜

災
害

レ
ッド

ゾ
ー

ン＞
-都

市
計

画
区

域
全

域
で

、住
宅

等
（

自
己

居
住

用
を

除
く）

に
加

え
、自

己
の

業
務

用
施

設
（

店
舗

、病
院

、社
会

福
祉

施
設

、旅
館

・ホ
テ

ル
、工

場
等

）
の

開
発

を
原

則
禁

止
＜

浸
水

ハ
ザ

ー
ドエ

リア
等

＞
-市

街
化

調
整

区
域

に
お

け
る

住
宅

等
の

開
発

許
可

を
厳

格
化

（
安

全
上

及
び

避
難

上
の

対
策

を
許

可
の

条
件

とす
る

）

（
住

宅
等

の
開

発
に

対
す

る
勧

告
・公

表
）

-災
害

レ
ッド

ゾ
ー

ン内
で

の
住

宅
等

の
開

発
※
に

つ
い

て
勧

告
に

従
わ

な
い

場
合

は
公

表
で

き
る

こと
とす

る
※

３
戸

以
上

又
は

10
00

㎡
以

上
の

住
宅

等
の

開
発

で
開

発
許

可
の

対
象

とな
らな

い
も

の

◆
立
地
適
正
化
計
画
の
強
化

（
防

災
を

主
流

化
）

-立
地

適
正

化
計

画
の

居
住

誘
導

区
域

か
ら災

害
レ

ッド
ゾ

ー
ンを

原
則

除
外

-立
地

適
正

化
計

画
の

居
住

誘
導

区
域

内
で

行
う

防
災

対
策

・安
全

確
保

策
を

定
め

る
「防

災
指

針
」

の
作

成
避

難
路

、防
災

公
園

等
の

避
難

地
、

避
難

施
設

等
の

整
備

、
警

戒
避

難
体

制
の

確
保

等

区
域

対
応

災
害

レ
ッド

ゾ
ー

ン
市

街
化

区
域

市
街

化
調

整
区

域
非

線
引

き
都

市
計

画
区

域
開

発
許

可
を

原
則

禁
止

浸
水

ハ
ザ

ー
ドエ

リア
等

市
街

化
調

整
区

域
開

発
許

可
の

厳
格

化

開
発
許
可
を

原
則
禁
止

開
発
許
可

の
厳
格
化

既
存
の
住
宅

・施
設
の
移
転

災
害

レ
ッド

ゾ
ー

ン
・災

害
危

険
区

域
（

崖
崩

れ
、出

水
等

）
・土

砂
災

害
特

別
警

戒
区

域
・地

す
べ

り防
止

区
域

・急
傾

斜
地

崩
壊

危
険

区
域

開
発
許
可
を

原
則
禁
止

【都
市

計
画

法
、都

市
再

生
特

別
措

置
法

】

【都
市

再
生

特
別

措
置

法
】

【都
市

再
生

特
別

措
置

法
】

居
住
誘
導
区
域

市
街
化
調
整
区
域

災
害
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン

市
街
化
区
域

浸
水
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
等

勧
告
・公
表
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（
３

）
「居

心
地

が
良

く歩
き

た
くな

る
」ま

ち
な

か
の

創
出

に
よ

る
「魅

力
的

な
ま

ち
づ

くり
」

２
．

都
市

再
生

特
別

措
置

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
２

年
法

律
第

43
号

）
都
市
再
生
特
別
措
置
法

［
金
融
］
低
利
貸
付
に
よ
る
支
援

※
 商

工
会

議
所

、社
会

福
祉

協
議

会
等

の
様

々
な

者
を

、
地

域
の

実
情

に
応

じ追
加

す
る

こと
が

可
能

［
予
算
］
官
民
連
携
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定
等
を
支
援

・市
町

村
都

市
再

生
協

議
会

*の
構

成
員

とし
て

、官
民

の
多

様
な

関
係

者
を

追
加

す
る

こと
を

可
能

に
*

（
ま

ち
づ

くり
の

主
体

で
あ

る
市

町
村

等
が

、地
域

の
実

情
に

応
じ、

どの
よ

うな
者

を
構

成
員

とし
て

追
加

す
る

か
を

判
断

）
市

町
村

都
市

再
生

協
議

会

市
町

村

公
共

交
通

事
業

者

公
安

委
員

会都
市

開
発

事
業

者

公
共

施
設

管
理

者

都
市

再
生

推
進

法
人

ま
ち

づ
くり

会
社

＊
都

市
再

生
推

進
法

人
：

NP
O

、ま
ち

づ
くり

会
社

等
の

地
域

に
お

け
る

ま
ち

づ
くり

活
動

を
行

う法
人

（
市

町
村

が
指

定
）

・駐
車

場
の

出
入

口
の

設
置

を
制

限
（

メイ
ンス

トリ
ー

ト
側

で
は

な
く裏

道
側

に
駐

車
場

の
出

入
口

を
設

置
）

・イ
ベ

ント
実

施
時

な
どに

都
市

再
生

推
進

法
人

が
道

路
・公

園
の

占
用

手
続

を一
括

して
対

応

計
画
に
基
づ
く「
居
心
地
が
良
く歩
き
た
くな
る
」空
間
の
創
出

民
官

街
路

等
の

公
共

空
間

の
改

変
オ

ー
プ

ンス
ペ

ー
ス

の
提

供
・利

活
用

民
間
空
地

広
場

建
物
低
層
部

街
路

公
園

［
予
算
］
交
付
金
等
に
よ
る
支
援

・市
町

村
等

に
よ

る
歩

行
者

滞
在

空
間

の
創

出
（

街
路

の
広

場
化

等
）

・民
間

事
業

者
が

公
園

管
理

者
と締

結
す

る
協

定
に

基
づ

き
、

公
園

内
に

カフ
ェ・

売
店

等
を

設
置

・民
間

事
業

者
に

よ
る

民
地

部
分

の
オ

ー
プ

ン
ス

ペ
ー

ス
化

（
①

）
や

建
物

低
層

部
の

ガ
ラス

張
り化

等
（

②
）

［
税
制
］
固
定
資
産
税
の
軽
減

［
予
算
］
補
助
金
に
よ
る
支
援

１

２

＊
市

町
村

都
市

再
生

協
議

会
：

都
市

再
生

整
備

計
画

（
市

町
村

が
作

成
す

る
ま

ち
づ

くり
の

た
め

の
計

画
）

の
策

定
・実

施
等

に
関

し必
要

な
協

議
を

行
う場

・都
市

再
生

推
進

法
人

*が
ま

ち
づ

くり
活

動
の

一
環

とし
て

ベ
ンチ

の
設

置
、植

栽
等

を
実

施

・都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ
く「
居
心
地
が
良
く歩
きた
くな
る
」ま
ち
な
か
づ
くり
の
た
め

の
取
組
を
、法
律
・予
算
・税
制
等
の
パ
ッケ
ー
ジ
に
よ
り支
援

「居
心
地
が
良
く歩
き
た
くな
る
」ま
ち
な
か
づ
くり
に
向
け
た
計
画
の
策
定
・共
有

・市
町

村
が

都
市

再
生

整
備

計
画

を
策

定
し、

官
民

一
体

で
行

う「
居

心
地

が
良

く歩
き

た
くな

る
」ま

ち
な

か
づ

くり
の

た
め

の
取

組
を

位
置

づ
け

都
市

再
生

整
備

計
画

の
策

定
（

市
町

村
）

【都
市

再
生

特
別

措
置

法
】

【都
市

再
生

特
別

措
置

法
】

都
市

再
生

機
構

密
接

な
関

係
を

密
接

な
関

係
を

有
す

る
者

※

①
：

協
議

会
を

組
織

で
き

る
者

②
：

①
の

者
が

必
要

が
あ

る
と認

め
る

場
合

に
、協

議
会

構
成

員
に

追
加

す
る

こと
が

で
き

る
者

（
下

線
：

新
た

に
明

記
）

＊
協

議
会

構
成

員
に

追
加

す
る

こと
が

で
き

る
者

とし
て

、公
共

交
通

事
業

者
、公

共
施

設
管

理
者

、公
安

委
員

会
そ

の
他

ま
ち

づ
くり

計
画

に
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
を

明
記
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（
４

）
居

住
エ

リア
の

環
境

向
上

等
に

よ
る

「魅
力

的
な

ま
ち

づ
くり

」
２

．
都

市
再

生
特

別
措

置
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

２
年

法
律

第
43

号
）

都
市
再
生
特
別
措
置
法
、
都
市
計
画
法
、
建
築
基
準
法

◆
都
市
農
地
の
保
全
・活
用

・農
業

と調
和

し
た

良
好

な
居

住
環

境
を

確
保

す
る

た
め

の
新

た
な

地
区

計
画

制
度

（
地

区
計

画
の

記
載

事
項

に
農

地
の

保
全

に
関

す
る

事
項

を
追

加
し

、条
例

に
よ

り農
地

の
開

発
行

為
等

を
許

可
制

とす
る

仕
組

み
）

とそ
れ

に
伴

う税
制

特
例

（
相

続
税

・贈
与

税
の

納
税

猶
予

等
）

〇
居

住
エ

リア
の

環
境

向
上

、老
朽

化
した

都
市

イン
フラ

の
改

修
を

図
る

た
め

の
都

市
計

画
制

度
の

見
直

しや
各

種
支

援
制

度
に

よ
り、

豊
か

な
生

活
を

支
え

る
コン

パ
クト

な
ま

ち
づ

くり
と民

間
都

市
開

発
を

推
進

。

【生
活

利
便

施
設

の
例

（
イメ

ー
ジ

）
】

＜
制

度
活

用
の

例
＞

・住
宅

地
の

徒
歩

圏
内

に
、生

活
利

便
施

設
の

立
地

を
促

進

◆
老
朽
化
した
都
市
イ
ン
フラ
の
計
画
的
改
修
（
都
市
計
画
税
の
充
当
）

◆
居
住
エ
リア
に
お
け
る
病
院
、店
舗
等
の
立
地
の
促
進
（
用
途
制
限
の
緩
和
等
）

・市
町

村
が

、都
市

計
画

に
お

い
て

、居
住

誘
導

区
域

内
に

「居
住

環
境

向
上

用
途

誘
導

地
区

」を
定

め
る

こと
に

よ
り、

病
院

、店
舗

等
の

日
常

生
活

に
必

要
な

施
設

（
生

活
利

便
施

設
）

に
つ

い
て

容
積

率
、用

途
制

限
の

緩
和

を
可

能
とす

る
こと

で
、こ

れ
らの

施
設

の
立

地
を

促
進

・高
齢

化
の

進
展

等
を

踏
ま

え
、豊

か
な

生
活

を
支

え
る

コン
パ

クト
な

ま
ち

づ
くり

を
推

進
す

る
た

め
に

は
、

バ
リア

フリ
ー

化
な

ど、
老

朽
化

した
都

市
施

設
の

改
修

が
必

要

・居
住

誘
導

区
域

・都
市

機
能

誘
導

区
域

に
お

け
る

都
市

イン
フラ

の
計

画
的

改
修

を
推

進
す

る
た

め
、

市
町

村
が

立
地

適
正

化
計

画
に

都
市

イン
フラ

の
改

修
事

業
を

記
載

し、
都

道
府

県
知

事
の

同
意

等
を

得
る

こと
に

よ
り、

都
市

計
画

税
の

充
当

を
可

能
とす

る
仕

組
み

を
創

設

（
参

考
）

全
国

市
長

会
議

決
定

提
言

（
R1

.6
.1

2）
都

市
計

画
施

設
等

の
改

修
・更

新
を

円
滑

に
推

進
す

る
た

め
、都

市
計

画
法

第
59

条
の

許
可

ま
た

は
承

認
に

関
す

る
事

務
を簡

素
化

す
る

こと
。

都
市

型
ス

ー
パ

ー
マ

ー
ケ

ット

◆
エ
リア
価
値
向
上
に
資
す
る
都
市
開
発
プ
ロ
ジ
ェク
ト
の

推
進

（
新
た
な
地
区
計
画
制
度
）

・ス
マ

ー
トビ

ル
＊

の
整

備
を

行
う都

市
開

発
プ

ロジ
ェク

トに
対

し、
民

都
機

構
に

よ
る

金
融

支
援

（
貸

付
け

）
を

実
施

* カ
メ

ラ、
セ

ン
サ

ー
等

に
よ

り人
流

デ
ー

タ
等

を
収

集
・活

用
し

、省
エ

ネ
ル

ギ
ー

化
や

生
産

性
向

上
等

を
図

る
ビル

・都
市

開
発

プ
ロジ

ェク
トに

対
す

る
国

土
交

通
大

臣
認

定
（

金
融

支
援

等
の

要
件

）
の

申
請

期
限

（
令

和
３

年
度

末
）

を
、

令
和

８
年

度
末

ま
で

延
長

【都
市

再
生

特
別

措
置

法
】

【都
市

計
画

法
】

【都
市

再
生

特
別

措
置

法
】

【都
市

再
生

特
別

措
置

法
、都

市
計

画
法

、建
築

基
準

法
】

病
院
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３
．

立
地

適
正

化
計

画
に

記
載

す
る

防
災

指
針

の
概

要
〇

居
住

の
安

全
確

保
等

の
防

災
・減

災
対

策
を

推
進

す
る

た
め

、地
方

公
共

団
体

が
立

地
適

正
化

計
画

に
「防

災
指

針
」を

作
成

。
〇

災
害

リス
ク情

報
と都

市
計

画
情

報
を

重
ね

合
わ

せ
る

こと
等

に
よ

り災
害

リス
クを

分
析

の
上

、防
災

ま
ち

づ
くり

の
将

来
像

や
目

標
等

を
明

確
に

し、
必

要
な

防
災

・減
災

対
策

を
位

置
付

け
。

■
防

災
指

針
に

基
づ

くハ
ー

ド・
ソ

フト
の

取
組

（
ベ

ー
ス

：
地

理
院

地
図

）

イメ
ー

ジ

居
住

誘
導

区
域

都
市

機
能

誘
導

区
域

イメ
ー

ジ

■
都

市
の

災
害

リス
クの

高
い

地
域

等
の

抽
出

■
災

害
リス

ク分
析

と都
市

計
画

情
報

の
重

ね
合

わ
せ

防 災 ま ち づ く り の 将 来 像 ・ 目 標 と 取 組 方 針 の 設 定

防
災
指
針
の
手
引
き
：
h
tt
ps
:/
/w
w
w
.m
lit
.g
o
.jp
/
to
sh
i/
ci
ty
_p
la
n/
to
sh
i_
ci
ty
_p
la
n_
tk
_0
0
00
35
.h
tm
l

避
難

場
所

に
向

か
う避

難
路

避
難

地
とな

る
公

園
浸

水
しな

い
建

物
が

どこ
に

あ
る

か
ハ

ザ
ー

ドエ
リア

が
どう

分
布

して
い

るか

土
地

や
家

屋
の

嵩
上

げ

移
転

の
促

進

開
発

規
制

や
立

地
誘

導
等

の
土

地
利

用
方

策

防
災

ま
ち

づ
くり

活
動

の
支

援
○

家
屋

倒
壊

等
氾

濫
想

定
区

域
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４
．

水
災

害
対

策
とま

ち
づ

くり
の

あ
り方

検
討

会
の

とり
ま

とめ
概

要

降
雨

の
規

模
や

施
設

の
整

備
状

況
等

に
応

じた
、多

段
的

な
ハ

ザ
ー

ド情
報

を充
実

。
簡

易
手

法
を用

い
て

ハ
ザ

ー
ド情

報
を早

期
に

作
成

・公
表

。
地

形
の

特
性

や
過

去
の

被
害

状
況

も
勘

案
した

浸
水

の
しや

す
い

地
域

の
評

価
手

法
の

開
発

。
利

用
者

の
視

点
に

立
ち

、各
種

ハ
ザ

ー
ド情

報
の

重
ね

合
わ

せ
や

、浸
水

深
、流

速
等

の
時

系
列

情
報

を整
備

。

ハ
ザ

ー
ド情

報
に

加
え

て
、ハ

ザ
ー

ドエ
リア

内
の

人
口

や
都

市
機

能
、災

害
対

策
の

実
施

状
況

等
を

もと
に

、地
域

ご
と

に
多

面
的

に
リス

ク評
価

。
ま

ち
づ

くり
を

進
め

る地
域

は
、水

災
害

リス
クを

可
能

な
限

り
避

け
つ

つ
も

、都
市

構
造

・機
能

上
の

必
要

性
、都

市
の

歴
史

的
な

形
成

経
緯

も考
慮

して
決

定
。

水
災

害
リス

クを
回

避
・軽

減
しつ

つ
、一

定
程

度
の

リス
ク

が
あ

る
こと

を
認

識
し受

け
止

め
た

上
で

、ま
ち

づ
くり

に
反

映
す

る
必

要
。

地
域

ご
との

水
災

害
リス

クの
評

価
内

容
、都

市
機

能
・防

災
上

の
重

要
性

に
応

じた
防

災
・減

災
対

策
を

実
施

。
ま

ち
づ

くり
に

お
け

る
防

災
・減

災
対

策
で

は
地

域
の

リス
ク低

減
に

限
界

が
あ

る
場

合
に

は
、さ

らな
る

治
水

対
策

を検
討

。
防

災
・減

災
対

策
を

実
施

した
とし

て
も相

当
の

リス
クが

残
存

す
る地

域
に

つ
い

て
は

、当
該

地
域

か
らの

移
転

を検
討

。
水

災
害

リス
クの

軽
減

に
資

す
る取

組
を講

じる
イン

セ
ン

テ
ィブ

を
付

与
す

る仕
組

み
を検

討
。

都
市

再
生

協
議

会
・大

規
模

氾
濫

減
災

協
議

会
な

どの
各

種
協

議
会

の
活

用
、関

係
者

に
よ

る
情

報
共

有
・連

携
の

体
制

の
構

築
。

市
町

村
を

超
え

た
流

域
・広

域
の

観
点

か
らの

水
災

害
対

策
とま

ちづ
くり

の
検

討
。

水
災

害
リス

クの
評

価
や

防
災

・減
災

対
策

の
内

容
に

つ
い

て
、行

政
・専

門
家

が
協

力
し、

地
域

住
民

等
に

対
す

るわ
か

りや
す

い
説

明
を行

い
、合

意
形

成
を図

る
必

要
。

国
に

よ
る

市
町

村
等

へ
の

連
携

促
進

の
た

め
の

支
援

の
実

施
。

４
．
取
組
を
進
め
る
た
め
の
連
携
の
あ
り方

①
上

記
１

～
４

の
考

え
方

や
手

法
に

つ
い

て
、「

水
災

害
リス

クを
踏

まえ
た

防
災

まち
づ

くり
の

ガ
イド

ライ
ン」

を
作

成
。（

令
和

２
年

度
中

予
定

）

②
災

害
ハ

ザ
ー

ド情
報

を地
図

上
に

３
次

元
で

表
示

。（
令

和
２

年
度

に
30

~
40

都
市

で
先

行
実

施
）

③
災

害
危

険
区

域
の

活
用

事
例

等
に

つ
い

て
地

方
公

共
団

体
に

周
知

。（
令

和
２

年
9月

4日
）

④
都

市
に

お
け

る
水

災
害

対
策

の
促

進
に

係
る

容
積

率
緩

和
制

度
の

活
用

に
つ

い
て

地
方

公
共

団
体

に
通

知
。（

令
和

２
年

9月
7日

）

提
言

の
ポ

イン
ト

１
．
ま
ち
づ
くり
に
活
用
す
る
た
め
の
水
災
害

に
関
す
る
ハ
ザ
ー
ド
情
報
の
あ
り方

２
．
水
災
害
リス
ク
評
価
に
基
づ
く、
防
災

に
も
配
慮
した
ま
ち
づ
くり

３
．
水
災
害
対
策
とま
ち
づ
くり
との
連
携
に

よ
る
リス
ク
軽
減
方
策

提
言

を
受

け
た

国
の

対
応

浸
水

深
3.

0m
（

※
）

以
上

とな
る

浸
水

頻
度

低
高

発
生

頻
度

浸
水

被
害

小
大

低
頻
度

中
頻
度

高
頻
度

各
頻

度
に

応
じて

、
浸

水
想

定
を多

段
階

に
表

示

気
候

変
動

に
よ

り増
大

す
る

水
災

害
リス

クに
対

して
、専

門
家

、有
識

者
の

意
見

を
伺

い
な

が
ら、

水
災

害
に

対
す

る
リス

クの
評

価
及

び
防

災
・減

災
の

方
向

性
に

つ
い

て
検

討
。

趣
旨

【検
討

会
事

務
局

】国
土

交
通

省
都

市
局

、水
管

理
・国

土
保

全
局

、住
宅

局
（

令
和

2年
8月

26
日

とり
ま

とめ
）
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５
．

新
型

コロ
ナ

危
機

を
契

機
とし

た
ま

ち
づ

くり
の

方
向

性
■
新
型
コロ
ナ
危
機
を
契
機
とし
た
変
化

○
職

住
近

接
の

ニー
ズ

が
高

まり
、働

く場
と居

住
の

場
の

融
合

が
起

こっ
て

い
く可

能
性

○
オ

フィ
ス

需
要

に
変

化
の

可
能

性
。老

朽
中

小
ビル

な
どは

余
剰

発
生

の
可

能
性

■
今
後
の
検
討
の
進
め
方

上
記

の
都

市
政

策
の

実
現

に
向

け
た

具
体

的
方

策
を

検
討

す
る

た
め

、本
年

10
月

に
有
識
者
か
らな
る
「デ
ジ
タ
ル
化
の
急
速
な
進
展
や
ニ
ュー
ノー
マ
ル
に
対
応
した
都
市
政
策
の
あ
り方
検
討
会
」を

設
置

。
令
和
2年
度
末
を
目
途
に
とり
ま
とめ
予
定

。

生
活

重
視

に
意

識
が

変
化

（
出
典
）
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
下
に
お
け
る
生
活
意
識
・
行
動
の
変
化
に
関
す
る
調
査
」
（
令
和
２
年
６
月

21
日
内
閣
府
政
策
統
括
官

（
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
担
当
）

■
今
後
の
都
市
政
策
の
方
向
性

○
大

都
市

は
、ク

リエ
イテ

ィブ
人

材
を

惹
き

つ
け

る
良

質
な

オ
フィ

ス
、住

環
境

（
住

宅
、オ

ー
プ

ンス
ペ

ー
ス

、イ
ン

ター
ナ

シ
ョナ

ル
ス

クー
ル

等
）

、文
化

・エ
ン

タメ
機

能
等

を
、郊

外
、地

方
都

市
は

、住
む

、働
く、

憩
い

とい
った

様
々

な
機

能
を

備
え

た
「地

元
生

活
圏

の
形

成
」を

推
進

○
大

都
市

、郊
外

、地
方

都
市

それ
ぞ

れ
の

メリ
ット

を
活

か
して

魅
力

を
高

め
て

い
くこ

とが
重

要
○

様
々

な
ニー

ズ
、変

化
、リ

ス
クに

対
応

で
き

る
柔

軟
性

・冗
長

性
を

備
え

た
都

市
が

求
め

られ
る

○
老

朽
ス

トッ
クを

更
新

し、
ニ

ュー
ノー

マ
ル

に
対

応
した

機
能

（
住

宅
、サ

テ
ライ

トオ
フィ

ス
等

）
が

提
供

され
る

リ
ニュ

ー
ア

ル
を

促
進

○
郊

外
や

地
方

都
市

で
も

必
要

な
公

共
交

通
サ

ー
ビス

が
提

供
され

る
よ

う、
ま

ち
づ

くり
と一

体
とな

った
総

合
的

な
交

通
戦

略
を

推
進

○
自

転
車

を
利

用
しや

す
い

環
境

の
一

層
の

整
備

が
必

要

○
街

路
空

間
、公

園
、緑

地
、都

市
農

地
、民

間
空

地
な

どま
ち

に
存

在
す

る
様

々
な

緑
や

オ
ー

プ
ン

ス
ペ

ー
ス

を
柔

軟
に

活
用

○
リア

ル
タイ

ム
デ

ー
タ等

を
活

用
し、

ミク
ロな

空
間

単
位

で
人

の
動

き
を

把
握

して
、平

時
・災

害
時

とも
に

過
密

を
避

け
る

よ
う人

の
行

動
を

誘
導

○
避

難
所

の
過

密
を

避
け

る
た

め
の

多
様

な
避

難
環

境
の

整
備

○
東

京
一

極
集

中
の

是
正

が
進

み
や

す
くな

る可
能

性
○

ゆ
とり

あ
る

オ
ー

プン
ス

ペ
ー

ス
へ

の
ニー

ズ
の

高
まり

※
な

お
、感

染
症

対
策

とい
う面

で
は

、ハ
ー

ド面
の

対
応

の
み

な
らず

、日
常

の
手

洗
い

、体
調

不
良

の
際

は
休

む
とい

った
ソフ

ト面
の

対
応

の
徹

底
が

重
要

・感
染

拡
大

防
止

に
は

「三
つ

の
密

」（
密

閉
・密

集
・密

接
）
の

回
避

が
重

要
・感

染
拡

大
防

止
と社

会
経

済
活

動
の

両
立

を
図

る
こと

が
重

要

都
市
の
持
つ
集
積
の
メ
リッ
トは
活
か
しつ
つ
、「
三
つ
の
密
」の
回
避
、感
染
拡
大
防
止
と経
済
社
会
活
動
の
両
立
を
図
る
新
しい
ま
ち
づ
くり
が
必
要 都
市
空
間
へ
の
ゆ
と
り

（
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
）
の
創
出

良
質
な
オ
フ
ィ
ス
、
テ
レ
ワ
ー
ク
環
境

の
整
備

居
心
地
の
良
い

ウ
ォ
ー
カ
ブ
ル
な
空
間
の
創
出

ヒア
リン
グ
を
踏
ま
え
れ
ば
、人
や
機
能
等
を
集
積
さ
せ
る
都
市
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
変
わ
りは
な
く、
国
際
競
争
力
強
化
や
ウ
ォー
カ
ブ
ル
な
ま
ち
づ
くり
、コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ、

ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィの
推
進
は
引
き
続
き
重
要
。こ
うし
た
都
市
政
策
の
推
進
に
当
た
って
は
、新
型
コロ
ナ
危
機
を
契
機
とし
て
生
じた
変
化
に
対
応
して
い
くこ
とが
必
要
。

（
出
典
）
「
第
２
回
テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
す
る
就
業

者
実
態
調
査
報
告
書
」
（
令
和
２
年
８
月
２
日

（
公
財
）
N
IR
A
総
合
研
究
開
発
機
構
）

（
※
）
テ
レ
ワ
ー
ク
利
用
率
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
モ
ニ
タ
ー
で
あ
る
就
業
者
（
自
営
業
主

等
を
含
む
）
に
対
し
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
利
用
の
有
無
を
調
査
し
、

有
と
回
答
し
た
者
の
割
合

テ
レワ

ー
クの

進
展

全
国

及
び

東
京

圏
の

平
均

テ
レワ

ー
ク利

用
率

（
※
）
東
京
圏
：
東
京
、
神
奈
川
、
埼
玉
、
千
葉

～
有

識
者

ヒア
リン

グ
を

踏
ま

え
た

論
点

整
理

（
R2

.8
.3

1公
表

）
～
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６
．

デジ
タル

化
の急

速
な

進
展

や
ニュ

ーノ
ーマ

ルに
対

応
した

都
市

政
策

の
あ

り方
検

討
会

○
デ
ジ
タ
ル
化
の
急
速
な
進
展
や
ニ
ュー
ノー
マ
ル
に
対
応
した
都
市
政
策
の
あ
り方
検
討
会

・
デ

ジ
タル

化
の

急
速

な
進

展
や

新
型

コロ
ナ

危
機

が
も

た
らす

ニュ
ー

ノー
マル

な
どを

背
景

に
、市

民
の

生
活

ス
タイ

ル
や

社
会

経
済

シ
ス

テ
ム

は
ドラ

ス
テ

ィッ
クに

変
容

。
・

最
近

の
都

市
政

策
の

動
向

等
を踏

まえ
、社

会
的

変
化

に
対

応
しつ

つ
、都

市
ア

セ
ット

の
利

活
用

を
通

じた
市

民
の

Q
oL

(Q
ua

lit
y

of
Li

fe
)

の
大

幅
な

向
上

を
図

る
た

め
、今

後
目

指
す

べ
き

まち
づ

くり
の

方
向

性
は

どの
よ

うに
変

化
して

い
くの

か
、こ

れ
を実

現
す

る
た

め
の

都
市

政
策

を
どの

よ
うに

変
革

して
い

くべ
き

か
に

つ
い

て
検

討
。

【１
．
検
討
事
項
】

（
１
）
目
指
す
べ
き
ま
ち
づ
くり
の
方
向
性

・デ
ジ

タル
化

の
急

速
な

進
展

や
ニ

ュー
ノー

マル
へ

の
対

応
に

より
、

生
活

ス
タイ

ル
や

都
市

活
動

に
どの

よう
な

変
化

が
生

じて
い

る
の

か
。

・こ
うし

た
生

活
ス

タイ
ル

や
都

市
活

動
の

変
化

に
よ

り、
今

後
目

指
す

べ
き

ま
ち

づ
くり

の
方

向
性

は
どの

よう
に

変
化

して
い

くの
か

。

（
２
）
目
指
す
べ
き
ま
ち
づ
くり
の
方
向
性
を
実
現
す
る
た
め
の

都
市
政
策
の
あ
り方

・都
市

ア
セ

ット
の

利
活

用
や

都
市

サ
ー

ビス
の

あ
り方

・ま
ち

づ
くり

に
関

す
る

デ
ー

タの
利

用
環

境
の

改
善

・ま
ち

づ
くり

の
担

い
手

、検
討

プロ
セ

ス
、支

援
策

等
の

あ
り方

【２
．
メ
ン
バ
ー
】

出
口

敦
東

京
大

学
大

学
院

新
領

域
創

成
科

学
研

究
科

教
授

【座
長

】
秋

田
典

子
千

葉
大

学
大

学
院

園
芸

学
研

究
科

准
教

授
伊

藤
香

織
東

京
理

科
大

学
理

工
学

部
教

授
梅

澤
高

明
A.

T.
カー

ニー
日

本
法

人
会

長
／

CI
C 

Ja
pa

n会
長

坂
井

文
東

京
都

市
大

学
都

市
生

活
学

部
教

授
関

本
義

秀
東

京
大

学
空

間
情

報
科

学
研

究
セ

ンタ
ー

教
授

谷
口

守
筑

波
大

学
大

学
院

シ
ス

テ
ム

情
報

系
教

授
中

川
雅

之
日

本
大

学
経

済
学

部
教

授
中

村
彰

二
朗

アク
セ

ンチ
ュア

・イ
ノベ

ー
シ

ョン
セ

ンタ
ー

福
島

セ
ンタ

ー
長

馬
場

正
尊

東
北

芸
術

工
科

大
学

デ
ザ

イン
工

学
部

教
授

村
木

美
貴

千
葉

大
学

大
学

院
工

学
研

究
科

教
授

※
敬

称
略

【オ
ブザ

ー
バ

ー
】（

一
社

）
日

本
経

済
団

体
連

合
会

、（
一

社
）

不
動

産
協

会
、

（
独

）
都

市
再

生
機

構
【関

係
省

庁
】

内
閣

府
、総

務
省

、経
済

産
業

省
、

国
土

交
通

省
大

臣
官

房
技

術
調

査
課

、総
合

政
策

局
公

共
交

通
・

物
流

政
策

審
議

官
部

門
、国

土
政

策
局

、住
宅

局
【事

務
局

】
国

土
交

通
省

都
市

局

【３
．
ス
ケ
ジ
ュー
ル
】

・令
和

２
年

１
０

月
６

日
（

火
）

立
ち

上
げ

令
和

２
年

度
中

に
全

６
回

程
度

開
催

・令
和

２
年

度
末

に
とり

まと
め
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７
．

コン
パ

クト
・プ

ラス
・ネ

ット
ワ

ー
ク

関
係

省
庁

で
構

成
され

た
コン

パ
クト

シ
テ

ィ形
成

支
援

チ
ー

ム
（

20
15

.3
設

置
）

等
に

よ
り、

省
庁

横
断

的
に

市
町

村
の

取
組

を
支

援
関

係
省

庁
で

構
成

され
た

コン
パ

クト
シ

テ
ィ形

成
支

援
チ

ー
ム

（
20

15
.3

設
置

）
等

に
よ

り、
省

庁
横

断
的

に
市

町
村

の
取

組
を

支
援

○
地

域
経

済
の

衰
退

・
地

域
の

産
業

停
滞

、企
業

撤
退

・
低

未
利

用
地

や
空

き店
舗

の
増

加

○
都

市
の

生
活

を
支

え
る

機
能

の
低

下
・

医
療

・福
祉

・商
業

等
の

生
活

サ
ー

ビス
の

維
持

が
困

難
・

公
共

交
通

ネ
ット

ワー
クの

縮
小

・サ
ー

ビス
水

準
の

低
下

○
厳

しい
財

政
状

況
・

社
会

保
障

費
の

増
加

・
イン

フラ
の

老
朽

化
対

応

○
人

口
減

少
・高

齢
者

の
増

加
○

拡
散

した
市

街
地

都
市

を取
り巻

く状
況

○
都
市
機
能
誘
導
区
域

生
活

サ
ー

ビス
を

誘
導

す
る

エ
リア

と当
該

エ
リア

に
誘

導
す

る
施

設
（

福
祉

・医
療

等
）

を設
定

○
都
市
機
能
誘
導
区
域

生
活

サ
ー

ビス
を

誘
導

す
る

エ
リア

と当
該

エ
リア

に
誘

導
す

る
施

設
（

福
祉

・医
療

等
）

を設
定

○
居
住
誘
導
区
域

居
住

を
誘

導
し

人
口

密
度

を
維

持
す

る
エ

リア
を

設
定

○
居
住
誘
導
区
域

居
住

を
誘

導
し

人
口

密
度

を
維

持
す

る
エ

リア
を

設
定

コン
パ
ク
トシ
テ
ィ

ネ
ット
ワ
ー
ク

＋
立
地
適
正
化
計
画

計
画

策
定

や
都

市
機

能
の

集
約

に
つ

な
が

る
施

設
整

備
に

対
し、

•
コン

パ
クト

シ
テ

ィ形
成

支
援

事
業

、
•

都
市

構
造

再
編

集
中

支
援

事
業

等
で

支
援

○
生

活
サー

ビス
機

能
と居

住
を中

心
拠

点
や

生
活

拠
点

に誘
導

し、
公

共
交

通
で結

ぶ「
コン

パ
クト

・プ
ラス

・ネ
ット

ワー
ク」

の取
組

を推
進

。

○
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画

・路
線

等
の

見
直

し
・等

間
隔

運
行

、定
額

制
乗

り放
題

運
賃

等
の

サ
ー

ビス
を促

進
等

○
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画

・路
線

等
の

見
直

し
・等

間
隔

運
行

、定
額

制
乗

り放
題

運
賃

等
の

サ
ー

ビス
を促

進
等

○
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビス
継
続
実
施
計
画

路
線

バ
ス

等
の

維
持

が
困

難
な

場
合

に
、地

方
公

共
団

体
が

関
係

者
と協

議
の

上
、公

募
に

より
代

替
す

る
輸

送
サ

ー
ビス

を導
入

○
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビス
継
続
実
施
計
画

路
線

バ
ス

等
の

維
持

が
困

難
な

場
合

に
、地

方
公

共
団

体
が

関
係

者
と協

議
の

上
、公

募
に

より
代

替
す

る
輸

送
サ

ー
ビス

を導
入

・
ま

ち
づ

くり
との

連
携

・
地

方
公

共
団

体
が

中
心

とな
った

地
域

公
共

交
通

ネ
ッ

トワ
ー

クの
形

成
の

促
進

地
域
公
共
交
通
計
画

都
市
機
能
誘
導
区
域

居
住
誘
導
区
域

-53-



７
．

立
地

適
正

化
計

画
の

作
成

に
取

り組
む

都
市

○
５
４
２
都
市

が
立

地
適

正
化

計
画

に
つ

い
て

具
体

的
な

取
組

を行
って

い
る

。
（

令
和

２
年

７
月

３
１

日
時

点
）

○
この

うち
、３
３
９
都
市

が
計

画
を作

成
・公

表
。

※
令

和
２

年
７

月
３

１
日

まで
に作

成
・公

表
の

都
市

（
）

都
市

機
能

誘
導

区
域

、居
住

誘
導

区
域

とも
に設

定
した

市
町

村
（
◎

：
３

３
６

都
市

）
、都

市
機

能
誘

導
区

域
の

み
設

定
した

市
町

村
（
○

：
３

都
市

）
（

令
和

２
年

７
月

３
１

日
時

点
）

合
計

５
４
２
都
市

階
上
町

◎
郡
山
市

境
町

狭
山
市

◎
横
須
賀
市

◎
小
松
市

◎
千
曲
市

◎
岡
崎
市

◎
野
洲
市

◎
西
宮
市

◎
津
山
市

◎
坂
出
市

綾
町

◎
札
幌
市

◎
い
わ
き
市

◎
深
谷
市

鎌
倉
市

◎
輪
島
市

◎
安
曇
野
市

○
一
宮
市

◎
湖
南
市

加
古
川
市

◎
笠
岡
市

◎
善
通
寺
市

◎
鹿
島
市

高
千
穂
町

◎
函
館
市

◎
盛
岡
市

白
河
市

◎
宇
都
宮
市

草
加
市

◎
藤
沢
市

◎
加
賀
市

御
代
田
町

瀬
戸
市

◎
東
近
江
市

赤
穂
市

◎
総
社
市

観
音
寺
市

◎
小
城
市

◎
旭
川
市

宮
古
市

◎
須
賀
川
市

足
利
市

蕨
市

◎
小
田
原
市

◎
羽
咋
市

◎
富
士
見
町

半
田
市

◎
西
脇
市

○
高
梁
市

さ
ぬ
き
市

◎
嬉
野
市

◎
鹿
児
島
市

◎
室
蘭
市

大
船
渡
市

◎
喜
多
方
市

栃
木
市

◎
戸
田
市

◎
秦
野
市

白
山
市

白
馬
村

◎
春
日
井
市

◎
京
都
市

宝
塚
市

新
見
市

三
豊
市

基
山
町

鹿
屋
市

◎
釧
路
市

◎
花
巻
市

◎
二
本
松
市

佐
野
市

朝
霞
市

厚
木
市

◎
野
々
市
市

◎
豊
川
市

福
知
山
市

◎
高
砂
市

備
前
市

◎
多
度
津
町

西
之
表
市

夕
張
市

◎
北
上
市

田
村
市

鹿
沼
市

◎
志
木
市

◎
大
和
市

穴
水
町

◎
岐
阜
市

津
島
市

◎
舞
鶴
市

◎
朝
来
市

赤
磐
市

◎
長
崎
市

薩
摩
川
内
市

網
走
市

二
戸
市

国
見
町

日
光
市

蓮
田
市

◎
伊
勢
原
市

◎
大
垣
市

◎
刈
谷
市

綾
部
市

◎
た
つ
の
市

真
庭
市

◎
松
山
市

佐
世
保
市

曽
於
市

◎
美
唄
市

八
幡
平
市

◎
猪
苗
代
町

◎
小
山
市

◎
坂
戸
市

◎
海
老
名
市

◎
福
井
市

◎
多
治
見
市

◎
豊
田
市

◎
亀
岡
市

◎
福
崎
町

矢
掛
町

◎
宇
和
島
市

◎
大
村
市

い
ち
き
串
木
野
市

◎
士
別
市

雫
石
町

◎
矢
吹
町

◎
真
岡
市

◎
鶴
ヶ
島
市

南
足
柄
市

◎
敦
賀
市

◎
関
市

◎
安
城
市

◎
向
日
市

◎
太
子
町

◎
八
幡
浜
市

対
馬
市

奄
美
市

◎
名
寄
市

野
田
村

◎
大
田
原
市

◎
日
高
市

◎
松
田
町

◎
小
浜
市

中
津
川
市

◎
蒲
郡
市

◎
長
岡
京
市

◎
広
島
市

◎
新
居
浜
市

時
津
町

◎
姶
良
市

根
室
市

◎
水
戸
市

矢
板
市

◎
毛
呂
山
町

◎
大
野
市

瑞
浪
市

犬
山
市

八
幡
市

奈
良
市

呉
市

◎
西
条
市

佐
々
町

徳
之
島
町

千
歳
市

仙
台
市

◎
日
立
市

◎
那
須
塩
原
市

◎
越
生
町

◎
新
潟
市

◎
勝
山
市

◎
美
濃
加
茂
市

◎
江
南
市

◎
京
田
辺
市

◎
大
和
高
田
市

◎
竹
原
市

大
洲
市

深
川
市

登
米
市

◎
土
浦
市

那
須
烏
山
市

◎
小
川
町

◎
長
岡
市

◎
鯖
江
市

各
務
原
市

◎
小
牧
市

◎
南
丹
市

◎
大
和
郡
山
市

◎
三
原
市

◎
伊
予
市

◎
熊
本
市

◎
那
覇
市

登
別
市

栗
原
市

◎
古
河
市

◎
下
野
市

◎
鳩
山
町

◎
三
条
市

◎
あ
わ
ら
市

大
野
町

稲
沢
市

◎
天
理
市

尾
道
市

◎
四
国
中
央
市

◎
荒
尾
市

石
垣
市

◎
北
広
島
市

◎
大
崎
市

◎
石
岡
市

益
子
町

上
里
町

柏
崎
市

◎
越
前
市

◎
東
海
市

堺
市

◎
桜
井
市

◎
福
山
市

◎
西
予
市

玉
名
市

◎
石
狩
市

柴
田
町

結
城
市

茂
木
町

◎
寄
居
町

◎
新
発
田
市

坂
井
市

◎
静
岡
市

知
多
市

◎
豊
中
市

◎
五
條
市

◎
府
中
市

久
万
高
原
町

◎
菊
池
市

◎
当
別
町

◎
龍
ケ
崎
市

◎
芳
賀
町

杉
戸
町

◎
小
千
谷
市

◎
越
前
町

◎
浜
松
市

◎
知
立
市

◎
池
田
市

御
所
市

大
竹
市

宇
城
市

◎
福
島
町

◎
秋
田
市

◎
下
妻
市

◎
見
附
市

◎
美
浜
町

◎
沼
津
市

尾
張
旭
市

◎
吹
田
市

◎
葛
城
市

◎
東
広
島
市

◎
高
知
市

合
志
市

七
飯
町

能
代
市

常
総
市

◎
前
橋
市

◎
千
葉
市

◎
燕
市

◎
高
浜
町

熱
海
市

◎
豊
明
市

◎
泉
大
津
市

◎
宇
陀
市

◎
廿
日
市
市

◎
南
国
市

益
城
町

◎
八
雲
町

◎
横
手
市

◎
常
陸
太
田
市

◎
高
崎
市

船
橋
市

◎
糸
魚
川
市

◎
三
島
市

◎
田
原
市

◎
高
槻
市

◎
川
西
町

海
田
町

◎
土
佐
市

長
万
部
町

◎
大
館
市

高
萩
市

◎
桐
生
市

木
更
津
市

◎
妙
高
市

◎
甲
府
市

伊
東
市

◎
弥
富
市

◎
守
口
市

◎
田
原
本
町

熊
野
町

◎
須
崎
市

◎
大
分
市

◎
江
差
町

男
鹿
市

笠
間
市

◎
伊
勢
崎
市

◎
松
戸
市

◎
五
泉
市

◎
山
梨
市

島
田
市

◎
東
郷
町

◎
枚
方
市

◎
王
寺
町

◎
四
万
十
市

別
府
市

◎
古
平
町

◎
湯
沢
市

◎
取
手
市

◎
太
田
市

◎
成
田
市

◎
上
越
市

◎
大
月
市

◎
富
士
市

◎
茨
木
市

◎
下
関
市

中
津
市

◎
鷹
栖
町

◎
大
仙
市

◎
牛
久
市

◎
館
林
市

◎
佐
倉
市

阿
賀
野
市

◎
上
野
原
市

◎
磐
田
市

◎
津
市

◎
八
尾
市

◎
和
歌
山
市

◎
宇
部
市

◎
北
九
州
市

臼
杵
市

◎
東
神
楽
町

◎
つ
く
ば
市

渋
川
市

習
志
野
市

◎
魚
沼
市

甲
州
市

焼
津
市

◎
四
日
市
市

◎
寝
屋
川
市

◎
海
南
市

◎
山
口
市

◎
大
牟
田
市

津
久
見
市

厚
真
町

山
形
市

ひ
た
ち
な
か
市

◎
藤
岡
市

◎
柏
市

南
魚
沼
市

◎
掛
川
市

◎
伊
勢
市

◎
河
内
長
野
市

◎
有
田
市

◎
萩
市

◎
久
留
米
市

竹
田
市

新
得
町

米
沢
市

◎
守
谷
市

富
岡
市

◎
市
原
市

◎
胎
内
市

◎
長
野
市

◎
藤
枝
市

◎
松
阪
市

◎
大
東
市

◎
新
宮
市

防
府
市

◎
直
方
市

豊
後
高
田
市

◎
芽
室
町

◎
鶴
岡
市

常
陸
大
宮
市

◎
吉
岡
町

◎
流
山
市

◎
田
上
町

◎
松
本
市

◎
袋
井
市

◎
桑
名
市

◎
和
泉
市

◎
湯
浅
町

下
松
市

◎
飯
塚
市

◎
杵
築
市

足
寄
町

◎
酒
田
市

那
珂
市

◎
明
和
町

君
津
市

◎
湯
沢
町

◎
上
田
市

◎
裾
野
市

名
張
市

◎
箕
面
市

◎
岩
国
市

◎
田
川
市

宇
佐
市

上
山
市

◎
坂
東
市

千
代
田
町

◎
酒
々
井
町

◎
岡
谷
市

湖
西
市

◎
亀
山
市

◎
門
真
市

鳥
取
市

○
光
市

八
女
市

豊
後
大
野
市

◎
青
森
市

◎
村
山
市

か
す
み
が
う
ら
市

◎
邑
楽
町

栄
町

◎
富
山
市

◎
飯
田
市

菊
川
市

◎
伊
賀
市

◎
高
石
市

米
子
市

柳
井
市

筑
後
市

由
布
市

◎
弘
前
市

◎
長
井
市

神
栖
市

芝
山
町

◎
高
岡
市

◎
諏
訪
市

◎
伊
豆
の
国
市

◎
朝
日
町

◎
東
大
阪
市

◎
周
南
市

◎
行
橋
市

国
東
市

◎
八
戸
市

天
童
市

鉾
田
市

さ
い
た
ま
市

◎
魚
津
市

◎
小
諸
市

牧
之
原
市

◎
阪
南
市

◎
松
江
市

小
郡
市

玖
珠
町

◎
黒
石
市

尾
花
沢
市

◎
つ
く
ば
み
ら
い
市

◎
川
越
市

◎
八
王
子
市

◎
氷
見
市

伊
那
市

◎
函
南
町

大
津
市

島
本
町

◎
大
田
市

◎
徳
島
市

◎
宗
像
市

◎
五
所
川
原
市

南
陽
市

◎
小
美
玉
市

熊
谷
市

府
中
市

◎
黒
部
市

◎
駒
ヶ
根
市

清
水
町

◎
彦
根
市

忠
岡
町

◎
江
津
市

小
松
島
市

太
宰
府
市

◎
宮
崎
市

◎
十
和
田
市

◎
中
山
町

茨
城
町

秩
父
市

日
野
市

◎
小
矢
部
市

大
町
市

◎
長
泉
町

近
江
八
幡
市

熊
取
町

雲
南
市

◎
阿
南
市

朝
倉
市

◎
都
城
市

◎
む
つ
市

白
鷹
町

◎
大
洗
町

所
沢
市

◎
福
生
市

◎
入
善
町

飯
山
市

◎
森
町

◎
草
津
市

隠
岐
の
島
町

吉
野
川
市

◎
那
珂
川
市

日
向
市

七
戸
町

城
里
町

◎
本
庄
市

狛
江
市

朝
日
町

◎
茅
野
市

◎
守
山
市

◎
神
戸
市

岡
垣
町

串
間
市

お
い
ら
せ
町

◎
福
島
市

東
海
村

◎
東
松
山
市

◎
塩
尻
市

◎
名
古
屋
市

栗
東
市

◎
姫
路
市

岡
山
市

◎
高
松
市

◎
遠
賀
町

三
股
町

五
戸
町

会
津
若
松
市

阿
見
町

◎
春
日
部
市

◎
相
模
原
市

◎
金
沢
市

◎
佐
久
市

◎
豊
橋
市

◎
甲
賀
市

◎
尼
崎
市

倉
敷
市

◎
丸
亀
市

鞍
手
町

国
富
町

長
崎
県

佐
賀
県

鹿
児
島
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

大
分
県

熊
本
県

奈
良
県

広
島
県

山
口
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

徳
島
県

宮
崎
県

青
森
県

滋
賀
県

島
根
県

岡
山
県

香
川
県

福
島
県

兵
庫
県

沖
縄
県

秋
田
県

宮
城
県

岩
手
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

千
葉
県

新
潟
県

山
梨
県

静
岡
県

福
井
県

岐
阜
県

京
都
府

大
阪
府

三
重
県

北
海
道

神
奈
川
県

石
川
県

愛
知
県

山
形
県

埼
玉
県

東
京
都

富
山
県

長
野
県
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８
．

都
市

再
生

制
度

都
市

再
生

特
別

措
置

法
に

基
づ

き
、

都
市

再
生

緊
急

整
備

地
域

に
お

い
て

、民
間

の
優

良
ス

トッ
ク形

成
を

重
点

的
に

支
援

。
全

国
の

都
市

で
、都

市
再

生
整

備
計

画
に

基
づ

き
公

共
公

益
施

設
整

備
な

どま
ち

づ
くり

を
総

合
的

に
支

援
。

都
市

再
生

整
備

計
画

〔市
町

村
が

作
成

〕に
基

づ
く各

種
支

援
（

これ
ま

で
1,

07
2市

町
村

、3
,2

20
地

区
に

支
援

）

都
市

再
生

を
推

進
す

べ
き

地
域

を
政

令
指

定
：

都
市

再
生

緊
急

整
備

地
域

(5
1地

域
)

特
定

都
市

再
生

緊
急

整
備

地
域

(1
5地

域
):

特
に

都
市

の
国

際
競

争
力

の
強

化

・都
市

再
生

特
別

地
区

（
10

0地
区

）
容

積
率

・高
さ・

用
途

等
の

制
限

緩
和

・都
市

再
生

事
業

に
係

る
認

可
等

の
迅

速
化

・都
市

計
画

提
案

制
度

（
74

件
）

法
制

上
の

支
援

措
置

（
都

市
計

画
等

の
特

例
）

・国
際

競
争

拠
点

都
市

整
備

事
業

〈特
定

地
域

の
み

〉
道

路
や

鉄
道

施
設

等
の

重
要

イン
フラ

や
、エ

ネ
ル

ギ
ー

導
管

の
整

備
等

・官
民

連
携

まち
な

か
再

生
推

進
事

業
官

民
の

様
々

な
人

材
が

集
積

す
るプ

ラッ
トフ

ォー
ム

の
構

築
と、

未
来

ビジ
ョン

を実
現

す
る

た
め

の
自

立
・自

走
型

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

た
取

組
を総

合
的

に
支

援

・都
市

安
全

確
保

促
進

事
業

計
画

策
定

及
び

計
画

に
基

づ
く備

蓄
倉

庫
等

の
整

備

財
政

支
援

民
間

都
市

再
生

事
業

計
画

の
認

定
（

13
3計

画
）

民
間

都
市

開
発

推
進

機
構

に
よ

る
メザ

ニン
支

援

建
物

取
得

時
の

不
動

産
取

得
税

に
係

る
特

例
措

置
等

一
定
規
模
の
民
間
プ
ロ
ジ
ェク
トが
見
込
ま
れ
る
区
域

全
国
の
都
市
区
域

民
間

都
市

再
生

整
備

事
業

計
画

の
認

定
（

51
計

画
）

民
間

都
市

開
発

推
進

機
構

に
よ

る
メザ

ニン
支

援
・ま

ち
再

生
出

資
金

融
支

援

・都
市

構
造

再
編

集
中

支
援

事
業

※
１

及
び

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
※

２
な

どに
よ

り、
まち

づ
くり

を財
政

的
に

支
援

道
路

や
公

園
、広

場
等

の
ハ

ー
ド事

業
各

種
調

査
や

社
会

実
験

等
の

ソフ
ト事

業
等

財
政

支
援

金
融

支
援

税
制

支
援

※
20

20
年

9月
16

日
現

在
（

都
市

再
生

整
備

計
画

に
基

づ
く財

政
支

援
件

数
に

つ
い

て
は

20
20

年
4月

1日
現

在
、

都
市

再
生

特
別

地
区

数
に

つ
い

て
は

20
20

年
9月

30
日

現
在

、都
市

計
画

提
案

制
度

利
用

件
数

に
つ

い
て

は
20

19
年

３
月

31
日

現
在

）

※
１

立
地

適
正

化
計

画
を策

定
して

い
る

こと
が

支
援

要
件

とな
りま

す
。

※
２

一
定

の
経

過
措

置
期

間
を

お
い

た
上

で
、立

地
適

正
化

計
画

の
策

定
に

向
け

た
具

体
的

な
取

組
を

開
始

・公
表

して
い

る
等

持
続

可
能

な
都

市
づ

くり
を進

め
て

い
る

こと
が

支
援

要
件

とな
りま

す
。
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８
．

都
市

再
生

緊
急

整
備

地
域

仙
台

市
１

地
域

18
6h

a

さい
た

ま
市

川
口

市
３

地
域

24
5h

a

東
京

都
７

地
域

2,
94

5h
a

東
京

都
心

・臨
海

地
域

2,
04

0h
a

品
川

駅
・田

町
駅

周
辺

地
域

18
4h

a
新

宿
駅

周
辺

地
域

22
1h

a
渋

谷
駅

周
辺

地
域

13
9h

a
池

袋
駅

周
辺

地
域

14
3h

a

千
葉

市
柏

市
2地

域
48

ha

横
浜

市
川

崎
市

相
模

原
市

厚
木

市
６

地
域

81
0h

a
横

浜
都

心
・臨

海
地

域
33

1h
a

浜
松

市
１

地
域

40
ha

岐
阜

市
１

地
域

30
ha

名
古

屋
市

常
滑

市
３

地
域

92
4h

a
名

古
屋

駅
周

辺
・伏

見
・栄

地
域

30
3h

a

京
都

市
２

地
域

37
5h

a
神

戸
市

２
地

域
37

1h
a

大
阪

市
堺

市
豊

中
市

高
槻

市
守

口
市

寝
屋

川
市

枚
方

市
11

地
域

1,
07

5h
a

大
阪

駅
周

辺
･中

之
島

･御
堂

筋
周

辺
地

域
20

9h
a

大
阪

コス
モス

クエ
ア駅

周
辺

地
域

53
ha

岡
山

市
1地

域
11

3h
a

広
島

市
福

山
市

２
地

域
24

5h
a

高
松

市
１

地
域

51
ha

福
岡

市
２

地
域

79
0h

a
北

九
州

市
１

地
域

10
2h

a
福

岡
都

心
地

域
23

1h
a

那
覇

市
１

地
域

11
ha

札
幌

市
１

地
域

22
5h

a
札

幌
都

心
地

域
14

5h
a

都
市

再
生

緊
急

整
備

地
域

：
５

１
地

域
9,

17
1h

a

令
和

２
年

９
月

１
６

日
時

点

特
定

都
市

再
生

緊
急

整
備

地
域

：
１

５
地

域
4,

33
6h

a

神
戸

三
宮

駅
周

辺
・臨

海
地

域
45

ha

東
京

都
・川

崎
市

（
都

県
跨

ぎ
）

1地
域

33
9h

a
羽

田
空

港
南

・川
崎

殿
町

・大
師

河
原

地
域

66
ha

福
井

市
１

地
域

66
ha

※
候

補
地

域
[候

補
地

域
の

名
称

は
仮

称
]

1.
福

岡
箱

崎
地

域
（

福
岡

市
）

2.
松

戸
駅

周
辺

地
域

（
松

戸
市

）
3.

新
大

阪
駅

周
辺

地
域

（
大

阪
市

）
4.

新
潟

都
心

地
域

（
新

潟
市

）

長
崎

市
１

地
域

18
0h

a

広
島

都
心

地
域

15
3h

a

仙
台

都
心

地
域

73
ha
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９
．

ま
ち

な
か

ウォ
ー

カブ
ル

ST
EP
０

（
ビジ
ョン
策
定
に
着
手
等
）

ST
EP
１

（
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
・社
会
実
験
等
）

ST
EP
２

（
点
の
整
備
に
着
手
）

ST
EP
３

（
面
の
整
備
に
着
手
）

エリ
アプ

ラッ
トフ

ォー
ム

の
構

築
や

未
来

ビ
ジ

ョン
の

策
定

等
に

着
手

も
しく

は
、こ

れ
か

ら検
討

を開
始

す
る

。

ウォ
ー

カブ
ル

な
空

間
創

出
に

向
け

た
公

共
空

間
の

デ
ザ

イン
検

討
や

街
路

の
広

場
化

・再
配

分
等

の
社

会
実

験
が

実
施

され
て

い
る

。

ウォ
ー

カブ
ル

な
空

間
創

出
に

向
け

て
、エ

リア
内

で
歩

道
拡

幅
、滞

留
空

間
整

備
な

どの
事

業
が

進
め

られ
て

い
る

。

点
の

整
備

を軸
に

、民
間

施
設

等
も

含
め

、ウ
ォー

カブ
ル

な
空

間
が

面
的

に
形

成
・拡

大
し、

民
間

とも
連

携
し、

ゆ
とり

と賑
わ

い
あ

る
空

間
が

形
成

され
て

い
る

。

支
援
制
度

・ま
ち

な
か

ウォ
ー

カブ
ル

推
進

事
業

（
交

付
金

・補
助

金
）

・都
市

・地
域

交
通

戦
略

推
進

事
業

（
交

付
金

・補
助

金
）

・ウ
ォー

カブ
ル

推
進

税
制

・官
民

連
携

まち
な

か
再

生
推

進
事

業
（

行
政

経
費

）
・ま

ち
な

か
公

共
空

間
等

活
用

支
援

事
業

（
補

給
金

）
等

ウ
ォー
カ
ブ
ル
推
進
都
市
・マ
チ
ミチ
会
議

・最
新

の
情

報
・知

見
の

共
有

・展
開

等

予
算
支
援
制
度
の
更
な
る
拡
充

（
R３
年
度
）

ウ
ォー
カ
ブ
ル
推
進
都
市
・

マ
チ
ミチ
会
議
構
成
員
の
連
携
強
化

（
オ

ンラ
イン

プラ
ット

フォ
ー

ム
の

構
築

）

取
組
初
期
の
都
市
を
重
点
的
に
サ
ポ
ー
トす
る
とと
も
に
、ス
テ
ップ
ア
ップ
に
向
け
た
支
援
を
強
化

ST
EP
３
に
到
達
す
る

都
市
数
の
増
加

「居
心

地
が

良
く歩

き
た

くな
る

」ま
ち

な
か

づ
くり

に
向

け
て

、ウ
ォー

カブ
ル

な
取

組
を

普
及

・展
開

す
る

た
め

、予
算

制
度

の
拡

充
や

知
見

の
共

有
等

、ウ
ォー

カブ
ル

推
進

都
市

(2
88

都
市

R2
.1

2末
時

点
)を

は
じめ

とし
た

様
々

な
主

体
に

対
して

必
要

な
支

援
を

実
施

す
る

。
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９
．

ウォ
ー

カブ
ル

推
進

都
市

一
覧

秋
田
県

境
町

足
立
区

茅
野
市

岡
崎
市

多
度
津
町

上
峰
町

日
出
町

札
幌
市

秋
田
市

千
葉
市

八
王
子
市

富
山
市

佐
久
市

一
宮
市

京
都
市

神
戸
市

岡
山
市

玖
珠
町

函
館
市

横
手
市

宇
都
宮
市

木
更
津
市

武
蔵
野
市

高
岡
市

瀬
戸
市

長
岡
京
市

姫
路
市

倉
敷
市

松
山
市

長
崎
市

旭
川
市

湯
沢
市

足
利
市

松
戸
市

三
鷹
市

岐
阜
市

半
田
市

八
幡
市

西
宮
市

高
梁
市

大
洲
市

宮
崎
市

室
蘭
市

鹿
角
市

小
山
市

野
田
市

府
中
市

金
沢
市

大
垣
市

春
日
井
市

南
丹
市

伊
丹
市

内
子
町

熊
本
市

小
林
市

北
広
島
市

由
利
本
荘
市

下
野
市

習
志
野
市

調
布
市

小
松
市

高
山
市

刈
谷
市

久
御
山
町

西
脇
市

広
島
市

菊
池
市

綾
町

黒
松
内
町

山
形
県

上
三
川
町

柏
市

町
田
市

加
賀
市

関
市

豊
田
市

加
西
市

呉
市

高
知
市

南
関
町

高
鍋
町

沼
田
町

山
形
市

市
原
市

東
村
山
市

能
美
市

美
濃
加
茂
市

安
城
市

大
阪
市

新
温
泉
町

三
原
市

南
国
市

益
城
町

川
南
町

東
神
楽
町

前
橋
市

流
山
市

国
分
寺
市

野
々
市
市

各
務
原
市

蒲
郡
市

堺
市

尾
道
市

四
万
十
市

あ
さ
ぎ
り
町

上
士
幌
町

福
島
県

館
林
市

八
千
代
市

福
生
市

静
岡
県

犬
山
市

岸
和
田
市

大
和
郡
山
市

福
山
市

霧
島
市

福
島
市

白
子
町

狛
江
市

福
井
市

静
岡
市

新
城
市

豊
中
市

桜
井
市

府
中
市

北
九
州
市

大
分
県

中
種
子
町

青
森
市

会
津
若
松
市

さ
い
た
ま
市

長
柄
町

多
摩
市

敦
賀
市

浜
松
市

東
海
市

池
田
市

宇
陀
市

福
岡
市

大
分
市

弘
前
市

郡
山
市

熊
谷
市

稲
城
市

大
野
市

沼
津
市

大
府
市

泉
大
津
市

田
原
本
町

宇
部
市

久
留
米
市

別
府
市

八
戸
市

須
賀
川
市

所
沢
市

東
京
都

鯖
江
市

熱
海
市

知
多
市

高
槻
市

上
牧
町

山
口
市

飯
塚
市

中
津
市

黒
石
市

棚
倉
町

本
庄
市

新
宿
区

横
浜
市

あ
わ
ら
市

三
島
市

尾
張
旭
市

貝
塚
市

防
府
市

田
川
市

日
田
市

五
所
川
原
市

春
日
部
市

墨
田
区

川
崎
市

越
前
市

島
田
市

枚
方
市

和
歌
山
市

長
門
市

柳
川
市

佐
伯
市

十
和
田
市

水
戸
市

戸
田
市

品
川
区

相
模
原
市

富
士
市

四
日
市
市

茨
木
市

周
南
市

春
日
市

臼
杵
市

む
つ
市

土
浦
市

朝
霞
市

目
黒
区

鎌
倉
市

甲
府
市

焼
津
市

八
尾
市

鳥
取
市

大
野
城
市

津
久
見
市

石
岡
市

志
木
市

大
田
区

逗
子
市

掛
川
市

大
津
市

河
内
長
野
市

米
子
市

徳
島
市

古
賀
市

竹
田
市

盛
岡
市

下
妻
市

和
光
市

世
田
谷
区

厚
木
市

長
野
県

藤
枝
市

彦
根
市

羽
曳
野
市

倉
吉
市

うき
は
市

豊
後
高
田
市

花
巻
市

笠
間
市

幸
手
市

渋
谷
区

大
和
市

長
野
市

袋
井
市

草
津
市

門
真
市

境
港
市

高
松
市

川
崎
町

杵
築
市

取
手
市

美
里
町

中
野
区

松
本
市

湖
西
市

守
山
市

高
石
市

丸
亀
市

宇
佐
市

仙
台
市

つ
くば
市

宮
代
町

杉
並
区

新
潟
市

岡
谷
市

東
近
江
市

東
大
阪
市

松
江
市

坂
出
市

佐
賀
県

豊
後
大
野
市

塩
竈
市

ひ
た
ち
な
か
市

杉
戸
町

豊
島
区

三
条
市

諏
訪
市

名
古
屋
市

愛
荘
町

大
阪
狭
山
市

江
津
市

善
通
寺
市

佐
賀
市

由
布
市

柴
田
町

大
洗
町

荒
川
区

見
附
市

小
諸
市

豊
橋
市

熊
取
町

津
和
野
町

観
音
寺
市

基
山
町

国
東
市

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

石
川
県

福
井
県

岐
阜
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

北
海
道

富
山
県

岡
山
県

青
森
県

広
島
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

和
歌
山
県

山
口
県

三
重
県

岩
手
県

山
梨
県

長
野
県

滋
賀
県

鳥
取
県

徳
島
県

宮
城
県

新
潟
県

愛
知
県

島
根
県

香
川
県

佐
賀
県

〇
２
８
８
都
市

が
”W

ED
O”

※
の

考
え

方
に

共
鳴

し、
政

策
実

施
の

パ
ー

トナ
ー

とし
て

、と
もに

具
体

的
な

取
組

を進
め

て
い

る。
（

令
和

２
年

１
２

月
３

１
日

時
点

）
〇

令
和

元
年

７
月

12
日

より
募

集
を開

始
し、

随
時

募
集

を
受

け
付

け
て

い
る

。
※

W
al

ka
bl

e（
歩

きた
くな

る）
Ey

el
ev

el
（

まち
に

開
か

れ
た

1階
）

Di
ve

rs
ity

（
多

様
な

人
の

多
様

な
用

途
、使

い
方

）
Op

en
（

開
か

れ
た

空
間

が
心

地
よい

）

合
計

２
８
８
都
市
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１
０

．
ス

マ
ー

トシ
テ

ィモ
デ

ル
事

業
箇

所
図

（
Ｒ

1～
Ｒ

２
）

●
先
行
モ
デ
ル
プ
ロ
ジ
ェク
ト

■
重
点
事
業
化
促
進
プ
ロ
ジ
ェク
ト

1

2

9
10

11
12

13
14

15

4
5

6
7

8

A

B

C

16 17
DE

F

H
19

18

G

20
21

I
K

J

LM
N

O

P
22

3
S

Q

R

T

U

※
表

内
着

色
地

区
は

令
和
2年
度
7月
に
追
加
選
定

され
た

地
区

R2
.7

.3
1現

在
番 号

プ
ロ
ジ
ェク
ト実
施
地
区

対
象
区
域

A
宮

城
県

仙
台

市
泉

パ
ー

クタ
ウン

B
茨

城
県

守
谷

市
市

全
域

C
群

馬
県

前
橋

市
市

全
域

D
神

奈
川

県
横

浜
市

み
な

とみ
らい

21
地

区
E

神
奈

川
県

川
崎

市
新

百
合

ヶ丘
駅

周
辺

地
区

F
神

奈
川

県
横

須
賀

市
市

全
域

G
福

井
県

永
平

寺
町

町
全

域
H

岐
阜

県
岐

阜
市

市
全

域
I

岡
山

県
倉

敷
市

中
心

市
街

地
J

広
島

県
呉

市
市

全
域

K
広

島
県

福
山

市
市

全
域

L
徳

島
県

美
波

町
町

全
域

M
香

川
県

高
松

市
市

全
域

N
愛

媛
県

新
居

浜
市

市
全

域

O
福

岡
県

福
岡

市
九

州
大

学
箱

崎
キ

ャン
パ

ス
跡

地
等

及
び

周
辺

地
域

P
長

崎
県

島
原

市
島

原
半

島
Q

福
島

県
南

相
馬

市
市

全
域

R
茨

城
県

水
戸

市
市

全
域

S
埼

玉
県

熊
谷

市
市

全
域

T
東

京
都

東
村

山
市

市
全

域
U

石
川

県
加

賀
市

市
全

域

番 号
プ
ロ
ジ
ェク
ト実
施
地
区

対
象
区
域

1
北

海
道

札
幌

市
市

の
中

心
部

お
よ

び
郊

外
2

秋
田

県
仙

北
市

市
全

域
3

茨
城

県
つ

くば
市

市
全

域
4

栃
木

県
宇

都
宮

市
市

全
域

5
埼

玉
県

毛
呂

山
町

町
全

域
6

千
葉

県
柏

市
柏

の
葉

キ
ャン

パ
ス

駅
周

辺

7
東

京
都

千
代

田
区

大
手

町
・丸

の
内

・有
楽

町
エリ

ア
8

東
京

都
江

東
区

豊
洲

エリ
ア

9
静

岡
県

熱
海

市
下

田
市

熱
海

市
市

街
地

下
田

市
市

街
地

10
静

岡
県

藤
枝

市
市

全
域

11
愛

知
県

春
日

井
市

高
蔵

寺
ニュ

ー
タウ

ン

12
京

都
府

精
華

町
木

津
川

市
け

い
は

ん
な

学
研

都
市

（
精

華
・西

木
津

地
区

）
13

島
根

県
益

田
市

市
全

域
14

広
島

県
三

次
市

川
西

地
区

15
愛

媛
県

松
山

市
中

心
市

街
地

西
部

16
埼

玉
県

さい
た

ま市
大

宮
駅

・さ
い

た
ま

新
都

心
周

辺
地

区
17

東
京

都
大

田
区

羽
田

空
港

跡
地

第
1ゾ

ー
ン

18
新

潟
県

新
潟

市
中

心
市

街
地

19
愛

知
県

岡
崎

市
乙

川
リバ

ー
フロ

ント
Q

UR
UW

A地
区

20
大

阪
府

大
阪

市
うめ

きた
2期

地
区

、夢
洲

地
区

21
兵

庫
県

加
古

川
市

市
全

域
22

熊
本

県
荒

尾
市

南
新

地
地

区
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１
１

．
３

D都
市

モ
デ

ル
の

構
築

・利
活

用
の

推
進

○
Pr

oj
ec

t P
LA

TE
AU

とし
て

、3
D都

市
モデ

ル
の

構
築

とこ
れ

を
活

用
した

都
市

計
画

・ま
ち

づ
くり

、防
災

、都
市

サ
ー

ビス
創

出
等

の
実

現
を目

指
す

「ま
ち

づ
くり

の
DX

」の
取

組
を推

進
。令

和
2年

度
中

に
全

国
約

50
都

市
の

3D
都

市
モ

デ
ル

を
構

築
し、

特
設

ウェ
ブ

サ
イト

等
を通

じて
3D

都
市

モ
デ

ル
や

その
ユ

ー
ス

ケ
ー

ス
を順

次
公

開
。3

D都
市

モデ
ル

の
活

用
に

よ
る

多
分

野
連

携
・市

民
参

加
型

・機
動

的
な

まち
づ

くり
の

実
現

を
目

指
す

。
○
3D
都
市
モ
デ
ル
の
デ
ー
タ
作
成

ｖ

ｖ

○
3D
都
市
モ
デ
ル
の
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
開
発

○
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
、活
用
ム
ー
ブ
メ
ン
トの
惹
起

都
市

活
動

モ
ニタ

リン
グ

防
災

ま
ち

づ
くり

民
間

サ
ー

ビス
開

発

航
空
測
量

建
物

高
さ・

形
状

等
の

3次
元

情
報

都
市
計
画
基
礎
調
査
情
報

建
物

現
況

、土
地

利
用

現
況

都
市
計
画
基
本
図

な
ど

建
物

、道
路

、公
園

等
の

外
形

の
2次

元
情

報

3D
都
市
モ
デ
ル

3D
モ

デ
ル

化

属
性

情
報

付
与

（
用

途
、構

造
、築

年
数

な
ど）

3D
都
市
モ
デ
ル
、デ
ー
タ
製
品
仕
様
書
・作
成
手
順
書

の
作

成
・公

表

利
活
用
マ
ニ
ュア
ル
、活
用
事
例
集

の
作

成
・公

表

◆
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
作
成
・利
活
用
支
援

3D
都

市
モ

デ
ル

に
関

す
る

各
種

マニ
ュア

ル
・ガ

イド
ライ

ン等
の

整
備

◆
各
種
メ
デ
ィア
等
を
通
じた
情
報
発
信

特
設

ウェ
ブ

サ
イト

の
開

設
や

3D
都

市
モデ

ル
の

ビュ
ー

アー
の

開
発

な
ど

◆
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化

全
国

約
50

都
市

の
3D

都
市

モデ
ル

を誰
も

が
利

用
可

能
な

形
で

ダウ
ンロ

ー
ド公

開

「都
市

計
画

基
本

図
」等

の
2次

元
図

形
情

報
と航

空
測

量
等

に
よ

って
取

得
され

る
建

物
・地

形
の

高
さや

建
物

の
形

状
情

報
を

掛
け

合
わ

せ
て

、都
市

の
3次

元
モ

デ
ル

を
作

成
。建

物
等

に
都

市
計

画
基

礎
調

査
等

に
よ

って
取

得
され

た
属

性
情

報
（

都
市

空
間

の
意

味
情

報
）

を
付

加
して

3D
都

市
モ

デ
ル

を
構

築
。

3D
都

市
モ

デ
ル

を
活

用
した

多
様

な
ユ

ー
ス

ケ
ー

ス
開

発
の

実
証

実
験

／
フィ

ー
ジ

ビリ
テ

ィス
タデ

ィを
全

国
で

実
施

。

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

・
プ

ラ
ト

ー

特
設

ウェ
ブ

サ
イト

：
ht

tp
s:

//
w

w
w

.m
lit

.g
o.

jp
/p

la
te

au
/
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１
２

．
都

市
公

園
の

種
類

と現
況

○
広

域
的

な
見

地
か

ら、
ま

た
我

が
国

固
有

の
優

れ
た

文
化

的
資

産
の

保
存

及
び

活
用

等
を図

る
た

め
国

が
設

置
す

る
国
営
公
園
に
つ
い
て
は
、

現
在
１
７
公
園
で
整
備
及
び
維
持
管
理

を
行

って
い

る
ほ

か
、国

土
交

通
省

設
置

法
第

４
条

第
１

項
第

48
号

に
基

づ
き、
5箇
所
で
公
共
空
地
の

整
備
及
び
維
持
管
理

を
行

って
い

る
。

○
また

、民
間

活
力

を活
用

して
公

園
整

備
を

行
うP
ar
k-
PF
I制
度
は
、国
・自
治
体
あ
わ
せ
て
47
公
園
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

国
営
公
園
等
位
置
図

●
イ
号
公
園
：
一
の
都
府
県
の
区
域
を
超
え
る
よ
う
な
広
域
の
見
地
か
ら
設
置
（
１
２
ヶ
所
）

○
ロ
号
公
園
：
国
家
的
な
記
念
事
業
又
は
我
が
国
固
有
の
優
れ
た
文
化
的
資
産
の
保
存
及
び
活
用
を
図
る
た
め
に
設
置
（
５
ヶ
所
）

★
公
共
空
地
：
国
土
交
通
省
設
置
法
第
４
条
第
１
項
第
４
８
項
に
基
づ
く
整
備
及
び
維
持
管
理
（
５
ヶ
所
）

Pa
rk

-P
FI
の
活
用
状
況

※
：
公
園
等
の
名
称
と
第
１
期
開
園
年
月

（
令

和
2年

7月
1日

時
点

）

公
募
済

選
定
中

決
定
済
み

　国
営

公
園

2
0

2
0

　自
治

体
の

公
園

45
6

31
8

　合
計

47
6

33
8

事
業
実
施
済
み

事
業
者
決
定

都
市
公
園
の
体
系
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１
３

．
都

市
開

発
の

海
外

主
要

案
件

我
が

国
事

業
者

の
大

規
模

な
都

市
開

発
へ

の
参

画
を

促
進

す
る

た
め

、案
件

発
掘

・形
成

段
階

か
ら積

極
的

に
我

が
国

政
府

や
関

係
機

関
が

参
画

し、
民

間
企

業
が

参
画

す
る

環
境

を
整

備
。

平
成

30
年

8月
に

「海
外

社
会

資
本

事
業

へ
の

我
が

国
事

業
者

の
参

入
の

促
進

に
関

す
る

法
律

」が
施

行
され

、U
R

（
都

市
再

生
機

構
）

が
海

外
業

務
を

行
うこ

とが
可

能
とな

った
。

概
要

主
要
な
都
市
開
発
案
件

□
オ

ー
ス

トラ
リア

・西
シ

ドニ
ー

空
港

（
20

26
年

開
港

予
定

）
を核

と
す

る
新

た
な

都
市

圏
（

ウェ
ス

タン
・シ

ドニ
ー

・エ
アロ

トロ
ポ

リス
）

を
創

造
す

る
開

発
プロ

ジ
ェク

ト。
□

UR
が

相
手

国
機

関
との

間
で

締
結

した
アド

バ
イザ

リー
契

約
に

基
づ

き、
UR

の
知

見
を活

用
した

技
術

的
支

援
を実

施
。

取
組
事
例

～
西

シ
ドニ

ー
新

空
港

周
辺

開
発

計
画

～

□
ヤ
ン
キ
ン
都
市
開
発
事
業

□
ヤ
ン
ゴ
ン
博
物
館
跡
地
開
発
事
業

□
ヤ
ン
ゴ
ン
複
合
都
市
開
発
事
業

ミャ
ン
マ
ー

□
バ
ン
コク

バ
ン
ス
ー
中
央
駅
周
辺
都
市
開
発
事
業

□
ア
マ
タ
ナ
コン
複
合
開
発
事
業

タ
イ

□
ホ
ー
チ
ミン
・グ
ラ
ン
ド
パ
ー
ク
都
市
開
発
事
業

□
ホ
ー
チ
ミン
近
郊
ウ
ォー
タ
ー
ポ
イ
ン
ト
都
市
開
発
事
業

□
北
ハ
ノイ
地
区
都
市
開
発

ベ
ト
ナ
ム

□
ジ
ャカ
ル
タ
中
心
地
区
複
合
商
業
施
設
等
運
営
事
業

□
ジ
ャカ
ル
タ
・メ
ガ
ク
ニ
ン
ガ
ン
都
市
開
発
事
業

□
ジ
ャカ
ル
タ
・サ
ウ
ス
イ
ー
ス
ト
都
市
開
発
事
業

□
ジ
ャカ
ル
タ
・ガ
ー
デ
ン
・シ
テ
ィ中
心
地
区
都
市
開
発
事
業

□
ジ
ャカ
ル
タ
郊
外
複
合
都
市
開
発
事
業

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

□
西
シ
ド
ニ
ー
新
空
港
周
辺
開
発
計
画

オ
ー
ス
ト
ラ
リア

エ
ア
ロ
ト
ロ
ポ
リ
ス
構
想

（
総
面
積
：
約

11
,2

00
ha
）

Ae
ro

tr
op

ol
is

C
or

e 
航
空
・
宇
宙
産
業
に
係
る

研
究
・
開
発
機
関
を
誘
致

す
る
エ
リ
ア

N
or

th
er

n 
G

at
ew

ay
 

高
等
教
育
機
関
、
医
療

施
設
等
を
誘
致
す
る
エ
リ
ア

Ag
ric

ul
tu

re
＆

Ag
rib

us
in

es
s 

既
存
の
農
業
・
畜
産
業
（酪
農
・

養
鶏
）
を
集
積
さ
せ
、
輸
出
食

品
を
製
造
・
加
工
す
る
エ
リ
ア

※
NS

W
州

政
府

資
料

よ
り抜

粋
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１
４

．
海

外
日

本
庭

園
再

生
プ

ロジ
ェク

ト

㉔

㉓
㉒

⑲

⑱

⑤
⑩

⑨⑧
③

⑫

②

⑪

④
⑰

⑯

【実
施

体
制

】

⑬
シ

ェー
ンブ

ル
ン宮

殿
日

本
庭

園
（

ウィ
ー

ン市
）

R1
.9

に
日

本
とオ

ー
ス

トリ
アの

国
交

樹
立

15
0周

年
を記

念
して

、佳
子

内
親

王
殿

下
が

シ
ェー

ンブ
ル

ン
宮

殿
を訪

問
。修

復
され

た
日

本
庭

園
を御

覧
に

な
った

。

⑥
ウェ

ー
ル

ズ
国

立
植

物
園

日
本

庭
園

（
ウェ

ー
ル

ズ
）

英
国

日
本

庭
園

協
会

とと
も

に
修

復
し、

R1
.6

に
大

使
出

席
の

も
とで

完
成

披
露

式
典

が
開

か
れ

た
。

【平
成
29
年
度
～
令
和
元
年
度
ま
で
の
修
復
箇
所
】

①
ヘ

ラス
トラ

ウ公
園

日
本

庭
園

（
ブ

カレ
ス

ト市
）

②
ブ

ラン
ド公

園
日

本
庭

園
（

グ
レン

デ
ー

ル
市

）
③

クラ
ンブ

ル
ック

・ハ
ウス

・ア
ンド

・ガ
ー

デ
ンズ

日
本

庭
園

（
ブ

ル
ー

ム
フィ

ー
ル

ドヒ
ル

ズ
市

）
④

フェ
ア

マ
ウン

ト公
園

松
風

荘
庭

園
（

フィ
ラデ

ル
フィ

ア市
）

⑤
結

心
庭

日
本

庭
園

（
リバ

ー
サ

イド
市

）
⑥

ウェ
ー

ル
ズ

国
立

植
物

園
日

本
庭

園
（

ウェ
ー

ル
ズ

）
⑦

プ
ラハ

市
植

物
園

日
本

庭
園

（
プ

ラハ
市

）
⑧

ジ
ャク

ソ
ンパ

ー
ク

フェ
ニッ

クス
・ガ

ー
デ

ン（
シ

カゴ
市

）
⑨

チ
ー

クウ
ッド

植
物

園
松

霧
園

（
ナ

ッシ
ュビ

ル
市

）
⑩

国
際

友
好

庭
園

（
ス

テ
ィル

ウォ
ー

ター
市

）
⑪

熊
本

園
（

サ
ンア

ント
ニオ

市
）

⑫
国

連
本

部
日

本
庭

園
（

ニュ
ー

ヨー
ク市

）
⑬

シ
ェー

ンブ
ル

ン宮
殿

日
本

庭
園

（
ウィ

ー
ン市

）
⑭

日
本

庭
園

（
ツァ

イツ
市

）
⑮

サ
ン＝

ミト
ゥル

公
園

日
本

庭
園

（
エ

クサ
ンプ

ロヴ
ァン

ス
市

）

※
新

型
コロ

ナ
ウイ

ル
ス

感
染

症
拡

大
に

よ
り、

予
定

どお
り実

施
で

き
な

い
可

能
性

が
あ

る
。

⑥

⑮

⑭
⑦
⑬

①

㉑
⑳

【令
和
２
年
度
の
修
復
取
組
予
定
箇
所
】

⑯
デ

ラウ
ェア

公
園

内
日

本
庭

園
（

バ
ッフ

ァロ
ー

市
）

⑰
ロー

リツ
ェン

植
物

園
内

日
本

庭
園

（
オ

マハ
市

）
⑱

リリ
・ウ

オ
カラ

ニ公
園

（
ヒロ

市
）

⑲
カー

ザ
・ド

・セ
ラー

ド日
本

庭
園

（
ブラ

ジ
リア

市
）

⑳
ガ

ット
ンパ

ー
ク日

本
庭

園
（

ライ
ギ

ット
市

）
㉑

ヴ
ロツ

ワ
フ市

日
本

庭
園

（
ヴ

ロツ
ワフ

市
）

㉒
ロシ

ア
科

学
アカ

デ
ミー

中
央

植
物

園
日

本
庭

園
（

モス
クワ

市
）

㉓
富

山
ウラ

ジ
オ

ス
トク

友
好

公
園

（
ウラ

ジ
オ

ス
トク

市
）

㉔
エ

チ
オ

ピア
大

統
領

府
・日

本
庭

園
（

アデ
ィス

・ア
ベ

バ
市

）

⑫
国

連
本

部
日

本
庭

園
（

ニュ
ー

ヨー
ク市

）
修

復
され

た
日

本
庭

園
に

お
い

て
、

R1
.9

に
「国

連
平

和
の

鐘
式

典
」が

開
催

され
た

。

日
本

か
ら造

園
技

術
者

を
派

遣
し、

日
本

庭
園

の
修

復
を

通
じて

造
園

緑
化

技
術

や
文

化
の

海
外

展
開

を
促

進
。
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Ⅷ．問い合わせ先
●令和３年度　都市局関係予算　主な新規・拡充事項等

１．（１） Ｐ１５
１．（２） Ｐ１６
１．（３） Ｐ１７
１．（４） Ｐ１８
１．（５） Ｐ１９
１．（６） Ｐ２０
１．（７） Ｐ２１
１．（８） Ｐ２２
２．（１） Ｐ２３
２．（２） Ｐ２４
２．（３） Ｐ２５
２．（４） Ｐ２６
２．（５） Ｐ２７
２．（６） Ｐ２８
２．（７） Ｐ２９
３．（１） Ｐ３１
３．（２） Ｐ３２
４．（１） Ｐ３３
４．（２） Ｐ３４
５．（１） Ｐ３５
５．（２） Ｐ３６
６．（１） Ｐ３７
６．（２） Ｐ３８

●参考（都市局関係各地方整備局窓口）
担当部課・連絡先

事業振興部都市住宅課（011-738-0234）
建政部都市・住宅整備課（022-225-2016）
建政部計画管理課（022-225-2014）
建政部都市整備課（048-600-1907）
建政部計画管理課（048-600-1905）
建政部都市・住宅整備課（025-280-8755）
建政部計画・建設産業課（025-370-6571）
建政部都市整備課（052-953-8573）
建政部計画管理課（052-953-8571）
建政部都市整備課（06-6942-1080）
建政部計画管理課（06-6942-1056）
建政部都市・住宅整備課（082-511-6194）
建政部計画・建設産業課（082-511-6185）
建政部都市・住宅整備課（087-811-8315）
建政部計画・建設産業課（087-811-8314）
建政部都市整備課（092-471-6331）
建政部計画管理課（092-471-6331）
開発建設部建設産業・地方整備課（098-866-1910）

都市安全課（03-5253-8400）、公園緑地・景観課（03-5253-8418）

公園緑地・景観課（03-5253-8418）
市街地整備課（03-5253-8412）
市街地整備課（03-5253-8412）
まちづくり推進課（03-5253-8405）、都市政策課（03-5253-8397）
都市計画課（03-5253-8409）、市街地整備課（03-5253-8412）
都市計画課（03-5253-8409）、都市政策課（03-5253-8397）
市街地整備課（03-5253-8412）
まちづくり推進課（03-5253-8405）
総務課国際室（03-5253-8955）
公園緑地・景観課（03-5253-8418）
公園緑地・景観課（03-5253-8418）

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

内閣府沖縄総合事務局

担当部課・連絡先
都市計画課（03-5253-8409）
市街地整備課（03-5253-8412）、都市安全課（03-5253-8400）
市街地整備課（03-5253-8412）
市街地整備課（03-5253-8412）
都市安全課（03-5253-8400）
公園緑地・景観課（03-5253-8418）
公園緑地・景観課（03-5253-8418）

（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

中国地方整備局
（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）

四国地方整備局
（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

九州地方整備局

近畿地方整備局

項目・ページ

地方機関名
北海道開発局
東北地方整備局
（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

関東地方整備局

都市安全課（03-5253-8400）、街路交通施設課（03-5253-8415）
市街地整備課（03-5253-8412）
街路交通施設課（03-5253-8415）、まちづくり推進課（03-5253-8405）
街路交通施設課（03-5253-8415）

（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県）

北陸地方整備局
（新潟県、富山県、石川県）

中部地方整備局
（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）
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（この冊子は、再生紙を使用しています。） 


